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１ 

舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例旧新対照表 

旧 新 

附 則 附 則 

1から 12まで （略） 1から 12まで （略） 

(期末手当に関する特例措置) (期末手当に関する特例措置) 

13 令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの間に支給する期

末手当に関する第 4条第 2項の規定の適用については、同項中「給

料の月額及びその額に 100 分の 15 を乗じて得た額の合計額」とあ

るのは「給料の月額」とする。 

13 令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの間に支給する期

末手当に関する第 4条第 2項の規定の適用については、同項中「給

料の月額及びその額に 100 分の 15 を乗じて得た額の合計額」とあ

るのは「給料の月額」と、「副市長」と」とあるのは「副市長」と、

「合計額」とあるのは「給料の月額」と」とする。 

    改正附則 

  この条例は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

 

  



２ 

舞鶴市教育長の給与等に関する条例旧新対照表 

旧 新 

附 則 附 則 

1から 5まで （略） 1から 5まで （略） 

(期末手当に関する特例) (期末手当に関する特例) 

6 令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日までの間に支給する期末

手当に関する第 4条第 2項の規定の適用については、同項中「給料

の月額及びその額に 100 分の 15 を乗じて得た額の合計額」とある

のは「給料の月額」とする。 

6 令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月 31日までの間に支給する期末

手当に関する第 4条第 2項の規定の適用については、同項中「給料

の月額及びその額に 100 分の 15 を乗じて得た額の合計額」とある

のは「給料の月額」と、「教育長」と」とあるのは「教育長」と、「合

計額」とあるのは「給料の月額」と」とする。 

    改正附則 

  この条例は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

 

  



３ 

舞鶴市火災予防条例旧新対照表 

旧 新 

(燃料電池発電設備) (燃料電池発電設備) 

第 8条の 3 屋内に設ける燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池、

リン酸型燃料電池、溶融炭酸塩型燃料電池又は固体酸化物型燃料電

池による発電設備であって火を使用するものに限る。第 3項及び第

5 項、第 17 条の 2 並びに第 47 条第 10 号において同じ。)の位置、

構造及び管理の基準については、第 3条第 1項第 1号(アを除く。)、

第 2号、第 4号、第 5号、第 7号、第 9号、第 17号(ウ、ス及びセ

を除く。)、第 18号及び第 18号の 3並びに第 2項第 1号、第 11条

第 1 項(第 7 号を除く。)並びに第 12 条第 1 項(第 2 号を除く。)の

規定を準用する。 

第 8条の 3 屋内に設ける燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池、

リン酸型燃料電池、溶融炭酸塩型燃料電池又は固体酸化物型燃料電

池による発電設備であって火を使用するものに限る。第 3項及び第

5 項、第 17 条の 2 並びに第 47 条第 11 号において同じ。)の位置、

構造及び管理の基準については、第 3条第 1項第 1号(アを除く。)、

第 2号、第 4号、第 5号、第 7号、第 9号、第 17号(ウ、ス及びセ

を除く。)、第 18号及び第 18号の 3並びに第 2項第 1号、第 11条

第 1 項(第 7 号を除く。)並びに第 12 条第 1 項(第 2 号を除く。)の

規定を準用する。 

2から 5まで （略） 2から 5まで （略） 

(急速充電設備) (急速充電設備) 

第 11 条の 2 急速充電設備(電気を設備内部で変圧して、電気を動力

源とする自動車等(道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 2 条第

1項第 9号に規定する自動車又は同項第 10号に規定する原動機付自

転車をいう。以下この条において同じ。)に充電する設備(全出力

20 キロワット以下のもの及び全出力 50 キロワットを超えるものを

除く。)をいう。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる

基準によらなければならない。 

第 11 条の 2 急速充電設備(電気を設備内部で変圧して、電気自動車

等(電気を動力源とする自動車等(道路交通法(昭和 35 年法律第

105 号)第 2 条第 1 項第 9 号に規定する自動車又は同項第 10 号に規

定する原動機付自転車をいう。第 12号において同じ。)をいう。以

下この条において同じ。)に充電する設備(全出力 20 キロワット以

下のもの及び全出力 200キロワットを超えるものを除く。)をいう。

以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなけ

ればならない。 

 (1) 急速充電設備(全出力 50 キロワット以下のもの及び消防長が

認める延焼を防止するための措置が講じられているものを除

く。)を屋外に設ける場合にあっては、建築物から 3 メートル以

上の距離を保つこと。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外

壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。 

(1) （略） (2) （略） 



４ 

旧 新 

(2) （略） (3) （略） 

(3) （略） (4) （略） 

(4) 充電を開始する前に、急速充電設備と電気を動力源とする自

動車等との間で自動的に絶縁状況の確認を行い、絶縁されていな

い場合には、充電を開始しない措置を講ずること。 

(5) 充電を開始する前に、急速充電設備と電気自動車等との間で

自動的に絶縁状況の確認を行い、絶縁されていない場合には、充

電を開始しない措置を講ずること。 

(5) 急速充電設備と電気を動力源とする自動車等が確実に接続さ

れていない場合には、充電を開始しない措置を講ずること。 

(6) 急速充電設備と電気自動車等が確実に接続されていない場合

には、充電を開始しない措置を講ずること。 

(6) 急速充電設備と電気を動力源とする自動車等の接続部に電圧

が印加されている場合には、当該接続部が外れないようにする措

置を講ずること。 

(7) 急速充電設備と電気自動車等の接続部に電圧が印加されてい

る場合には、当該接続部が外れないようにする措置を講ずるこ

と。 

(7) （略） (8) （略） 

(8) （略） (9) （略） 

(9) （略） (10) （略） 

(10) （略） (11) （略） 

(11) （略） (12) （略） 

 (13) コネクター(充電用ケーブルを電気自動車等に接続するため

の部分をいう。以下この号において同じ。)について、操作に伴

う不時の落下を防止する措置を講ずること。ただし、コネクター

に十分な強度を有するものにあっては、この限りでない。 

 (14) 充電用ケーブルを冷却するために液体を用いるものにあっ

ては、次に掲げる措置を講ずること。 

 ア 当該液体が漏れた場合に、漏れた液体が内部基板等の機器に

影響を与えない構造とすること。 

 イ 当該液体の流量及び温度の異常を自動的に検知する構造と

し、当該液体の流量又は温度の異常を検知した場合には、急速

充電設備を自動的に停止させること。 



５ 

旧 新 

 (15) 複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等に同時に

充電する機能を有するものにあっては、出力の切替えに係る開閉

器の異常を自動的に検知する構造とし、当該開閉器の異常を検知

した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずる

こと。 

(12) 急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあっては、

当該蓄電池について次に掲げる措置を講ずること。 

(16) 急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあっては、

当該蓄電池について次に掲げる措置を講ずること。 

ア 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の

異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる

こと。 

ア 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の

異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる

こと。 

イ 異常な高温とならないこととし、異常な高温となった場合に

は、急速充電設備を自動的に停止させること。 

イ 異常な高温とならないこと。 

 ウ 温度の異常を自動的に検知する構造とし、異常な高温又は低

温を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させるこ

と。 

 エ 制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、制御機能の異

常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させるこ

と。 

(13) （略） (17) （略） 

(14) （略） (18) （略） 

2 （略） 2 （略） 

(水素ガスを充てんする気球) (水素ガスを充塡する気球) 

第 17 条 水素ガスを充てんする気球の位置、構造及び管理は、次に

掲げる基準によらなければならない。 

第 17 条 水素ガスを充塡する気球の位置、構造及び管理は、次に掲

げる基準によらなければならない。 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

(3) 掲揚に際しては、掲揚綱と周囲の建築物又は工作物との間に (3) 掲揚に際しては、掲揚綱と周囲の建築物又は工作物との間に



６ 

旧 新 

水平距離 10 メートル以上の空間を保有するとともに、掲揚綱の

固定箇所にさく等を設け、かつ、立入りを禁止する旨を標示する

こと。ただし、前号ただし書の規定により建築物の屋上で掲揚す

る場合においては、この限りでない。 

水平距離 10 メートル以上の空間を保有するとともに、掲揚綱の

固定箇所に柵等を設け、かつ、立入りを禁止する旨を標示するこ

と。ただし、前号ただし書の規定により建築物の屋上で掲揚する

場合においては、この限りでない。 

(4)から(8)まで （略） (4)から(8)まで （略） 

(9) 水素ガスの充てん又は放出については、次によること。 (9) 水素ガスの充塡又は放出については、次によること。 

アからエまで （略） アからエまで （略） 

オ 水素ガスの充てんに際しては、気球内に水素ガス又は空気が

残存していないことを確かめた後減圧器を使用して行うこと。 

オ 水素ガスの充塡に際しては、気球内に水素ガス又は空気が残

存していないことを確かめた後減圧器を使用して行うこと。 

(10)から(12)まで （略） (10)から(12)まで （略） 

(火を使用する設備等の設置の届出) (火を使用する設備等の設置の届出) 

第 47 条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそ

れのある設備のうち、次に掲げるものを設置しようとする者は、あ

らかじめ、その旨を消防署長に届け出なければならない。 

第 47 条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそ

れのある設備のうち、次に掲げるものを設置しようとする者は、あ

らかじめ、その旨を消防署長に届け出なければならない。 

(1)から(9)まで （略） (1)から(9)まで （略） 

 (10) 急速充電設備(全出力 50キロワット以下のものを除く。) 

(10) （略） (11) （略） 

(11) （略） (12) （略） 

(12) （略） (13) （略） 

(13) （略） (14) （略） 

(14) 水素ガスを充てんする気球 (15) 水素ガスを充塡する気球 

 (タンクの水張検査等) 

 第 49条の 2 消防長は、前条第 1項の届出に係る指定数量未満の危険

物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクを製造し、又は設

置しようとする者の申出により、当該タンクの水張検査又は水圧検

査を行うことができる。 
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旧 新 

(手数料) (手数料) 

第 50 条 次の各号に掲げる事項を申請しようとする者は、その区分

に応じて別表第 9に定める手数料を納付しなければならない。 

第 50 条 次の各号に掲げる事項を申請しようとする者は、その区分

に応じて別表第 9に定める手数料を納付しなければならない。 

(1)から(7)まで （略） (1)から(7)まで （略） 

(8) 前条第 1 項の届出に係る指定数量未満の危険物又は指定可燃

物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの検査 

(8) 前条の規定に基づく指定数量未満の危険物又は指定可燃物を

貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査 

別表第 9(第 50条関係) 別表第 9(第 50条関係) 

手数料を徴収する事務 手数料の額 

(18) 第 49条第 1項の

届出に係る指定数量

未満の危険物若しく

は指定可燃物を貯蔵

し、又は取り扱うタ

ンクの検査 

ア 水張検査 第 15 号のアに掲げるタンクの

区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同

一の金額 

イ 水圧検査 第 15 号のイに掲げるタンクの

区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同

一の金額 
 

手数料を徴収する事務 手数料の額 

(18) 第 49条の 2の規

定に基づく指定数量

未満の危険物又は指

定可燃物を貯蔵し、

又は取り扱うタンク

の水張検査又は水圧

検査 

ア 水張検査 第 15 号のアに掲げるタンクの

区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同

一の金額 

イ 水圧検査 第 15 号のイに掲げるタンクの

区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同

一の金額 

 

    改正附則 

  (施行期日) 

 1 この条例は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

  (経過措置) 

 2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている

この条例による改正後の第 11 条の 2 第 1 項に規定する急速充電設

備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお

従前の例による。 

 

  



８ 

舞鶴市職員の特殊勤務手当に関する条例旧新対照表 

旧 新 

附 則 附 則 

1及び 2 （略） 1及び 2 （略） 

(新型コロナウイルス感染症に係る防疫等作業手当の特例) (新型コロナウイルス感染症に係る防疫等作業手当の特例) 

3 職員が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を

指定感染症として定める等の政令(令和 2年政令第 11号)第 1条に規

定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)から市民の生

命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る業務であっ

て市長が定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。

この場合において、第 6条の規定は適用しない。 

3 職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイル

ス属のコロナウイルス(令和 2年 1月に、中華人民共和国から世界保

健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告され

たものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)から市民の生命

及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る業務であって

市長が定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。

この場合において、第 6条の規定は適用しない。 

4 （略） 4 （略） 

    改正附則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

 

  



９ 

舞鶴市ふるさと応援基金条例旧新対照表 

旧 新 

(設置) (設置) 

第 1 条 舞鶴市を応援する人々の寄附金を財源として、舞鶴市の歴

史・文化を活かした個性豊かなまちづくりに資するため、舞鶴市ふ

るさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。 

第 1条 舞鶴市を応援する人々の寄附金を財源として、個性豊かで魅

力あるまちづくりに資するため、舞鶴市ふるさと応援基金(以下「基

金」という。)を設置する。 

(事業) (事業) 

第 3条 第 1条に規定する目的を達成するために行う事業は、次に掲

げる事業とする。 

第 3条 第 1条に規定する目的を達成するために行う事業は、次に掲

げる事業とする。 

 (1) 引揚げの史実の継承及び発信に関する事業 

(1) （略） (2) （略） 

(2) （略） (3) （略） 

 (4) 子育て環境の充実に関する事業 

 (5) 特産品の生産振興及び販路拡大に関する事業 

(3) （略） (6) （略） 

    改正附則 

  この条例は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

 

  



１０ 

電源立地地域対策基金条例旧新対照表 

旧 新 

(設置) (設置) 

第 1条 電源立地地域対策交付金交付規則(平成 19年文部科学省・経

済産業省告示第 2 号)第 3 条の規定による交付金を企業導入・産業

活性化、福祉対策、地域活性化等のための措置に要する経費の財源

に充てるため、電源立地地域対策基金(以下「基金」という。)を設

置する。 

第 1条 電源立地地域対策交付金交付規則(平成 28年文部科学省・経

済産業省告示第 2 号)第 3 条の規定による交付金を公共用施設に係

る整備、維持補修又は維持運営等、企業導入・産業活性化、福祉対

策、地域活性化等のための措置に要する経費の財源に充てるため、

電源立地地域対策基金(以下「基金」という。)を設置する。 

    附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

  



１１ 

舞鶴市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例旧新対照表 

旧 新 

別表第 1(第 2条関係) 別表第 1(第 2条関係) 

名称 区域 

室牛地区地区整備

計画区域 

都市計画法第 20 条第 1 項の規定により告示された

舞鶴都市計画室牛地区地区計画区域のうち、地区整

備計画が定められた区域 
 

名称 区域 

室牛地区地区整備

計画区域 

都市計画法第 20 条第 1 項の規定により告示された

舞鶴都市計画室牛地区地区計画区域のうち、地区整

備計画が定められた区域 

小倉・堂奥地区地

区整備計画区域 

都市計画法第 20 条第 1 項の規定により告示された

舞鶴都市計画小倉・堂奥地区地区計画区域のうち、

地区整備計画が定められた区域 

堀地区地区整備

計画区域 

都市計画法第 20 条第 1 項の規定により告示された

舞鶴都市計画堀地区地区計画区域のうち、地区整備

計画が定められた区域 
 

別表第2(第3条、第3条の2、第3条の3、第4条、第5条、第6条関係) 別表第2(第3条、第3条の2、第3条の3、第4条、第5条、第6条関係) 

地

区

整

備

計

画

の

名

称 

計

画

地

区

の

名

称 

ア イ ウ エ オ カ 

建築してはならない

建築物 

建 築

物 の

容 積

率 の

最 高

限度 

建

築

物

の

建

蔽

率

の

最

高

限

度 

建

築

物

の

敷

地

面

積

の

最

低

限

度 

建築物の外壁

等の面から敷

地境界線まで

の距離の最低

限度 

建築物の高さ 

(ア) (イ) (ア

) 

(イ

) 

(ウ

) 

距離 適用除外

の建築物 

最

高

限

度 

最

低

限

度 

階

段

室

等

の

高 

地

区

整

備

計

画

の

名

称 

計

画

地

区

の

名

称 

ア イ ウ エ オ カ 

建築してはならない

建築物 

建 築

物 の

容 積

率 の

最 高

限度 

建

築

物

の

建

蔽

率

の

最

高

限

度 

建

築

物

の

敷

地

面

積

の

最

低

限

度 

建築物の外壁

等の面から敷

地境界線まで

の距離の最低

限度 

建築物の高さ 

(ア) (イ) (ア

) 

(イ

) 

(ウ

) 

距離 適用除外

の建築物 

最

高

限

度 

最

低

限

度 

階

段

室

等

の

高 



１２ 

旧 新 

      
    さ

の

特

例 

安

岡

地

区 

専

用

住

宅

地

区 

次の各号に掲げる

建築物以外の建築物 

(1) 一戸建専用住宅 

(2) 一戸建兼用で、

延べ面積の 2 分の

1 以上を居住の用に

供し、かつ、次の用

途に供する部分の

床 面 積 の 合 計 が

50m2以下のもの 

ア 学習塾、華道教

室、囲碁教室その

他これらに類す

る施設 

イ 出力の合計が

0.75 キロワット

以下の原動機を

使用する美術品

又は工芸品を製

作するためのア

トリエ又は工房 

(3) 一戸建住宅で宅

配便取次所、クリー

ニング取次所又は 

  165

m2 

1.2m 次の各

号のいず

れかに該

当する建

築物等 

(1)  外

壁等の

中心線

の長さ

の合計

が3m以

下であ

るもの 

(2)  軒

の高さ

が2.3m

以下の

自動車

車庫 

(3)  物

置その

他これ

に類す

る用途 

10m

( 軒

の

高

さ

は

7m) 

 5m 

      
    さ

の

特

例 

安

岡

地

区 

専

用

住

宅

地

区 

次の各号に掲げる

建築物以外の建築物 

(1) 一戸建専用住宅 

(2) 兼用住宅で、延

べ面積の2分の1以

上を居住の用に供

し、かつ、次の用途

に供する部分の床

面 積 の 合 計 が

50m2以下のもの 

ア 学習塾、華道教

室、囲碁教室その

他これらに類す

る施設 

イ 出力の合計が

0.75 キロワット

以下の原動機を

使用する美術品

又は工芸品を製

作するためのア

トリエ又は工房 

(3) 一戸建住宅で宅

配便取次所、クリー

ニング取次所又は 

  165

m2 

1.2m 次の各

号のいず

れかに該

当する建

築物等 

(1)  外

壁等の

中心線

の長さ

の合計

が3m以

下であ

るもの 

(2)  軒

の高さ

が2.3m

以下の

自動車

車庫 

(3)  物

置その

他これ

に類す

る用途 

10m

( 軒

の

高

さ

は

7m) 

 5m 



１３ 

旧 新 

 たばこ店を兼ねる

もの 

(4) 集会所 

(5) 前各号の建築物

に附属するもの 

    に 供

し、軒

の高さ

が2.3m

以 下

で、か

つ、床

面積の

合計が

5m2 以

内であ

るもの 

(4)  電

気 事

業、水

道 事

業、ガ

ス事業

その他

これら

に類す

る公益

上必要

な事業

の用に

供する

建築物 

   

一    同 同上 同上 第  同 

  たばこ店を兼ねる

もの 

(4) 集会所 

(5) 前各号の建築物

に附属するもの 

    に 供

し、軒

の高さ

が2.3m

以 下

で、か

つ、床

面積の

合計が

5m2 以

内であ

るもの 

(4)  電

気 事

業、水

道 事

業、ガ

ス事業

その他

これら

に類す

る公益

上必要

な事業

の用に

供する

建築物 

   

 
一    同 同上 同上 第  同 



１４ 

旧 新 

 
般

住

宅

地

区 

   上   2 種

中

高

層

住

居

専

用

地

域

に

つ

い

て

は、

13m 

 上 

和

田

地

区 

 次の各号に掲げる

建築物以外の建築物 

(1) 一戸建専用住宅 

(2) 一戸建兼用で、

延べ面積の 2分の

1以上を居住の用に

供し、かつ、次の用

途に供する部分の

床 面 積 の 合 計 が

50m2以下のもの 

ア 事務所 

イ 日用品の販売 

  165

m2 

里

道 を

除 く

道 路

境 界

線 ま

で の

距 離

は

1.0m 

隣 地

境 界 

次の各

号のいず

れかに該

当する建

築物等 

(1)  外

壁等の 

中心線

の長さ

の合計

が 3m

以下で 

10m  5m 

 
般

住

宅

地

区 

   上   2 種

中

高

層

住

居

専

用

地

域

に

つ

い

て

は、

13m 

 上 

和

田

地

区 

 次の各号に掲げる

建築物以外の建築物 

(1) 一戸建専用住宅 

(2) 兼用住宅で、延

べ面積の2分の1以

上を居住の用に供

し、かつ、次の用途

に供する部分の床

面 積 の 合 計 が

50m2以下のもの 

ア 事務所 

イ 日用品の販売 

  165

m2 

里

道 を

除 く

道 路

境 界

線 ま

で の

距 離

は

1.0m 

隣 地

境 界 

次の各

号のいず

れかに該

当する建

築物等 

(1)  外

壁等の 

中心線

の長さ

の合計

が 3m

以下で 

10m  5m 



１５ 

旧 新 

  を主たる目的と

する店舗 

ウ 理髪店、美容

院、クリーニング

取次店、質屋、貸

衣装屋、貸本屋そ

の他これらに類

するサービス業

を営む店舗 

エ 学習塾、華道教

室、囲碁教室その

他これらに類す

る施設 

オ 美術品又は工

芸品を製作する

ためのアトリエ

又は工房(原動機

を使用する場合

にあっては、その

出 力 の 合 計 が

0.75 キロワット

以下のものに限

る。) 

(3) 神社、寺院、教

会その他これらに

類するもの 

(4) 老人ホーム、保

育所、身体障害者福 

   線 ま

で の

距 離

は

0.7m 

あるも

の 

(2)  軒

の高さ

が2.3m

以下の

自動車

車庫 

(3)  物

置その

他これ

に類す

る用途

に 供

し、軒

の高さ

が2.3m

以 下

で、か

つ、床

面積の

合計が

5m2 以

内であ

るもの 

     を主たる目的と

する店舗 

ウ 理髪店、美容

院、クリーニング

取次店、質屋、貸

衣装屋、貸本屋そ

の他これらに類

するサービス業

を営む店舗 

エ 学習塾、華道教

室、囲碁教室その

他これらに類す

る施設 

オ 美術品又は工

芸品を製作する

ためのアトリエ

又は工房(原動機

を使用する場合

にあっては、その

出 力 の 合 計 が

0.75 キロワット

以下のものに限

る。) 

(3) 神社、寺院、教

会その他これらに

類するもの 

(4) 老人ホーム、保

育所、身体障害者福 

   線 ま

で の

距 離

は

0.7m 

あるも    

の 

(2) 軒

の高さ

が2.3m

以下の

自動車

車庫 

(3)  物

置その

他これ

に類す

る用途

に 供

し、軒

の高さ

が2.3m

以 下

で、か

つ、床

面積の

合計が

5m2 以

内であ

るもの 

   



１６ 

旧 新 

  祉ホームその他こ

れらに類するもの 

(5) 診療所 

(6) 前各号の建築物

に附属するもの 

(7) 府道余部下舞鶴

港線又は市道和田

通線に接する敷地

については、上記に

掲げるもののほか

次の用途に供する

もの(3 階以上の部

分をその用途に供

するものを除く。) 

ア 事務所でその

用途に供する部

分の床面積の合

計が 150m2 以内の

もの 

イ 日用品の販売

を主たる目的と

する店舗又は食

堂若しくは喫茶

店でその用途に

供する部分の床

面 積 の 合 計 が

150m2以内のもの 

ウ 理髪店、美容 

          祉ホームその他こ

れらに類するもの 

(5) 診療所 

(6) 前各号の建築物

に附属するもの 

(7) 府道余部下舞鶴

港線又は市道和田

通線に接する敷地

については、上記に

掲げるもののほか

次の用途に供する

もの(3 階以上の部

分をその用途に供

するものを除く。) 

ア 事務所でその

用途に供する部

分の床面積の合

計が 150m2以内の

もの 

イ 日用品の販売

を主たる目的と

する店舗又は食

堂若しくは喫茶

店でその用途に

供する部分の床

面 積 の 合 計 が

150m2以内のもの 

ウ 理髪店、美容 

        



１７ 

旧 新 

  院、クリーニング

取次店、質屋、貸

衣装屋、貸本屋そ

の他これらに類

するサービス業

を営む店舗でそ

の用途に供する

部分の床面積の

合計が 150m2 以内

のもの 

        

天

台

・

清

道

地

区 

専

用

住

宅

地

区 

次の各号に掲げる

建築物以外の建築物 

(1) 一戸建専用住宅 

(2) 一戸建兼用で、

延べ面積の 2 分の

1 以上を居住の用に

供し、かつ、次の用

途に供する部分の

床 面 積 の 合 計 が

50m2以下のもの 

ア 事務所 

イ 理髪店、美容院

又はクリーニン

グ取次店 

ウ 学習塾、華道教

室、囲碁教室その

他これらに類す

る施設 

  1

65m2

。た

だ

し、

土

地

区

画

整

理

事

業

に

よ

る

仮

換 

1.0m 次の各

号のいず

れかに該

当する建

築物等 

(1)  外

壁等の 

中心線

の長さ

の合計

が3m以

下であ

るもの 

(2)  軒

の高さ

が2.3m

以下の

自動車 

   

  院、クリーニング

取次店、質屋、貸

衣装屋、貸本屋そ

の他これらに類

するサービス業

を営む店舗でそ

の用途に供する

部分の床面積の

合計が 150m2以内

のもの 

        

天

台

・

清

道

地

区 

専

用

住

宅

地

区 

次の各号に掲げる

建築物以外の建築物 

(1) 一戸建専用住宅 

(2) 兼用住宅で、延

べ面積の2分の1以

上を居住の用に供

し、かつ、次の用途

に供する部分の床

面 積 の 合 計 が

50m2以下のもの 

ア 事務所 

イ 理髪店、美容院

又はクリーニン

グ取次店 

ウ 学習塾、華道教

室、囲碁教室その

他これらに類す

る施設 

  1

65m2

。た

だ

し、

土

地

区

画

整

理

事

業

に

よ

る

仮

換 

1.0m 次の各

号のいず

れかに該

当する建

築物等 

(1)  外

壁等の 

中心線

の長さ

の合計

が3m以

下であ

るもの 

(2)  軒

の高さ

が2.3m

以下の

自動車 

   



１８ 

旧 新 

  エ 美術品又は工

芸品を製作する

ためのアトリエ

又は工房(原動機

を使用する場合

にあっては、その

出 力 の 合 計 が

0.75 キロワット

以下のものに限

る。) 

(3) 交番、公衆電話

所その他これらに

類する政令第 130条

の 4で定める公益上

必要な建築物 

(4) 集会所 

(5) 前各号の建築物

に附属するもの 

  地

の

指

定

又

は

換

地

処

分

の

あ

っ

た

土

地

で、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該 

 車庫 

(3)  物

置その

他これ

に類す

る用途

に 供

し、軒

の高さ

が2.3m

以 下

で、か

つ、床

積の合

計 が

5m2 以

内であ

るもの 

     エ 美術品又は工

芸品を製作する

ためのアトリエ

又は工房(原動機

を使用する場合

にあっては、その

出 力 の 合 計 が

0.75 キロワット

以下のものに限

る。) 

(3) 交番、公衆電話

所その他これらに

類 す る 政 令 第

130条の 4で定める

公益上必要な建築

物 

(4) 集会所 

(5) 前各号の建築物

に附属するもの 

  地

の

指

定

又

は

換

地

処

分

の

あ

っ

た

土

地

で、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該 

 車庫 

(3)  物

置その

他これ

に類す

る用途

に 供

し、軒

の高さ

が2.3m

以 下

で、か

つ、床

積の合

計 が

5m2 以

内であ

るもの 

   



１９ 

旧 新 

     当

す

る

も

の

は、

当

該

1 区

画

に

つ

き

150

m2 

(1) 

面

積

が

3

0

0

m2

以

上

3

3

0 

          当

す

る

も

の

は、

当

該

1 区

画

に

つ

き

150

m2 

(1) 

面

積

が

3

0

0

m2

以

上

3

3

0 

     



２０ 

旧 新 

     m2

未

満

で

、

か

つ

、

2

区

画

に

分

割

さ

れ

て

い

る

土

地 

(2) 

面

積

が

4

5

0 

          m2

未

満

で

、

か

つ

、

2

区

画

に

分

割

さ

れ

て

い

る

土

地 

(2) 

面

積

が

4

5

0 

     



２１ 

旧 新 

     m2

以

上

4

9

5

m2

未

満

で

、

か

つ

、

3

区

画

に

分

割

さ

れ

て

い

る

土

地 

     

 
一 次の各号に掲げる   同 同上 同上    

     m2

以

上

4

9

5

m2

未

満

で

、

か

つ

、

3

区

画

に

分

割

さ

れ

て

い

る

土

地 

     

 
一 次の各号に掲げる   同 同上 同上    



２２ 

旧 新 

 
般

住

宅

地

区 

建築物以外の建築物 

(1) 一戸建専用住宅 

(2) 一戸建兼用で、

延べ面積の 2分の

1以上を居住の用に

供し、かつ、次の用

途に供する部分の

床 面 積 の 合 計 が

50m2以下のもの 

ア 事務所 

イ 日用品の販売

を主たる目的と

する店舗又は食

堂若しくは喫茶

店 

ウ 理髪店、美容院

又はクリーニン

グ取次店 

エ 学習塾、華道教

室、囲碁教室その

他これらに類す

る施設 

オ 美術品又は工

芸品を製作する

ためのアトリエ

又は工房(原動機

を使用する場合

にあっては、その 

  上      
 
般

住

宅

地

区 

建築物以外の建築物 

(1) 一戸建専用住宅 

(2) 兼用住宅で、延

べ面積の2分の1以

上を居住の用に供

し、かつ、次の用途

に供する部分の床

面 積 の 合 計 が

50m2以下のもの 

ア 事務所 

イ 日用品の販売

を主たる目的と

する店舗又は食

堂若しくは喫茶

店 

ウ 理髪店、美容院

又はクリーニン

グ取次店 

エ 学習塾、華道教

室、囲碁教室その

他これらに類す

る施設 

オ 美術品又は工

芸品を製作する

ためのアトリエ

又は工房(原動機

を使用する場合

にあっては、その 

  上      



２３ 

旧 新 

 
 出 力 の 合 計 が

0.75キロワット

以下のものに限

る。) 

(3) 共同住宅で平家

建又は2階建のもの 

(4) 幼稚園又は保育

所 

(5) 診療所 

(6) 交番、公衆電話

所その他これらに

類する政令第130条

の4で定める公益上

必要な建築物 

(7) 集会所 

(8) 前各号の建築物

に附属するもの 

        

女

布

北

町

地

区 

 次の各号に掲げる

建築物以外の建築物 

(1) 一戸建専用住宅 

(2) 一戸建兼用で、

延べ面積の 2分の

1以上を居住の用に

供し、かつ、次の用

途に供する部分の

床 面 積 の 合 計 が

50m2以下のもの 

ア 事務所 

  1

55m2

。た

だ

し、

集

中

浄

化

槽

用 

0.7m 次の各

号のいず

れかに該

当する建

築物等 

(1)  外

壁等の

中心線

の長さ

の合計

が3m以 

10m

( 軒

の

高

さ

は

7.5

m) 

  

 
 出 力 の 合 計 が

0.75キロワット

以下のものに限

る。) 

(3) 共同住宅で平家

建又は2階建のもの 

(4) 幼稚園又は保育

所 

(5) 診療所 

(6) 交番、公衆電話

所その他これらに

類する政令第130条

の4で定める公益上

必要な建築物 

(7) 集会所 

(8) 前各号の建築物

に附属するもの 

        

女

布

北

町

地

区 

 次の各号に掲げる

建築物以外の建築物 

(1) 一戸建専用住宅 

(2) 兼用住宅で、延

べ面積の2分の1以

上を居住の用に供

し、かつ、次の用途

に供する部分の床

面 積 の 合 計 が

50m2以下のもの 

ア 事務所 

  1

55m2

。た

だ

し、

集

中

浄

化

槽

用 

0.7m 次の各

号のいず

れかに該

当する建

築物等 

(1)  外

壁等の

中心線

の長さ

の合計

が3m以 

10m

( 軒

の

高

さ

は

7.5

m) 

  



２４ 

旧 新 

  イ 理髪店、美容院

又はクリーニン

グ取次店 

ウ 学習塾、華道教

室、囲碁教室その

他これらに類す

る施設 

エ 美術品又は工

芸品を製作する

ためのアトリエ

又は工房(原動機

を使用する場合

にあっては、その

出 力 の 合 計 が

0.75 キロワット

以下のものに限

る。) 

(3) 巡査派出所、公

衆電話所その他こ

れらに類する政令

第 130条の 4で定め

る公益上必要な建

築物 

(4) 集中浄化槽用機

械室又は集中ガス

庫 

(5) 集会所 

(6) 前各号の建築物 

  機

械

室

又

は

集

中

ガ

ス

庫

に

係

る

敷

地

に

つ

い

て

は

こ

の

限

り

で

な

い。 

 下 で 

あるも

の 

(2)  軒

の高さ

が2.7m

以下の

自動車

車庫 

(3)  物

置その

他これ

に類す

る用途

に 供

し、軒

の高さ

が2.3m

以 下

で、か

つ、床

面積の

合計が

5m2 以

内であ

るもの 

(4)  集

中浄化 

     イ 理髪店、美容院

又はクリーニン

グ取次店 

ウ 学習塾、華道教

室、囲碁教室その

他これらに類す

る施設 

エ 美術品又は工

芸品を製作する

ためのアトリエ

又は工房(原動機

を使用する場合

にあっては、その

出 力 の 合 計 が

0.75 キロワット

以下のものに限

る。) 

(3) 巡査派出所、公

衆電話所その他こ

れらに類する政令

第 130条の 4で定め

る公益上必要な建

築物 

(4) 集中浄化槽用機

械室又は集中ガス

庫 

(5) 集会所 

(6) 前各号の建築物 

  機

械

室

又

は

集

中

ガ

ス

庫

に

係

る

敷

地

に

つ

い

て

は

こ

の

限

り

で

な

い。 

 下 で 

あるも

の 

(2)  軒

の高さ

が2.7m

以下の

自動車

車庫 

(3)  物

置その

他これ

に類す

る用途

に 供

し、軒

の高さ

が2.3m

以 下

で、か

つ、床

面積の

合計が

5m2 以

内であ

るもの 

(4)  集

中浄化 

   



２５ 

旧 新 

  に附属するもの     槽用機

械室又

は集中

ガス庫 

   

田

園

町

地

区 

 次の各号に掲げる

建築物以外の建築物 

(1) 一戸建専用住宅 

(2) 一戸建兼用で、

延べ面積の 2分の

1以上を居住の用に

供し、かつ、次の用

途に供する部分の

床 面 積 の 合 計 が

60m2以下のもの(計

画図に表示するA区

画の区域に限る。) 

ア 事務所 

イ 食堂又は喫茶

店 

ウ 理髪店、美容院

又はクリーニン

グ取次店 

エ 学習塾、華道教

室、囲碁教室その

他これらに類す

る施設 

オ 美術品又は工

芸品を製作する 

  135

m2 

0.7

m。た

だし、

計 画

図 に

表 示

するB

区 画

の 区

域 の

北 側

に 接

す る

隣 地

境 界

線 又

は 河

川 境

界 線

ま で

の 距

離 は

1.0m 

次の各

号のいず

れかに該

当する建

築物等 

(1)  外

壁等の

中心線

の長さ

の合計

が3m以

下であ

るもの 

(2)  軒

の高さ

が2.7m

以下の

自動車

車庫 

(3)  物

置その

他これ

に類す

る用途 

10m

( 軒

の

高

さ

は

7.0

m) 

 5m 

  に附属するもの     槽用機

械室又

は集中

ガス庫 

   

田

園

町

地

区 

 次の各号に掲げる

建築物以外の建築物 

(1) 一戸建専用住宅 

(2) 兼用住宅で、延

べ面積の2分の1以

上を居住の用に供

し、かつ、次の用途

に供する部分の床

面 積 の 合 計 が

60m2以下のもの(計

画図に表示するA区

画の区域に限る。) 

ア 事務所 

イ 食堂又は喫茶

店 

ウ 理髪店、美容院

又はクリーニン

グ取次店 

エ 学習塾、華道教

室、囲碁教室その

他これらに類す

る施設 

オ 美術品又は工

芸品を製作する 

  135

m2 

0.7

m。た

だし、

計 画

図 に

表 示

するB

区 画

の 区

域 の

北 側

に 接

す る

隣 地

境 界

線 又

は 河

川 境

界 線

ま で

の 距

離 は

1.0m 

次の各

号のいず

れかに該

当する建

築物等 

(1)  外

壁等の

中心線

の長さ

の合計

が3m以

下であ

るもの 

(2)  軒

の高さ

が2.7m

以下の

自動車

車庫 

(3)  物

置その

他これ

に類す

る用途 

10m

( 軒

の

高

さ

は

7.0

m) 

 5m 



２６ 

旧 新 

  ためのアトリエ

又は工房(原動機

を使用する場合

にあっては、その

出 力 の 合 計 が

0.75 キロワット

以下のものに限

る。) 

(3) 巡査派出所、公

衆電話所その他こ

れらに類する政令

第 130条の 4で定め

る公益上必要な建

築物 

(4) 集会所 

(5) 前各号の建築物

に附属するもの 

    に 供

し、軒

の高さ

が2.3m

以 下

で、か

つ、床

面積の

合計が

5m2 以

内であ

るもの 

   

室

牛

地

区 

 次の各号に掲げる

建築物以外の建築物 

(1)  都市計画法第

29条第1項第2号又

は第3号に規定する

建築物 

(2) 一戸建専用住宅

(自己の居住の用に

供 す る も の に 限

る。)。ただし、前

号に該当するもの 

10 分

の20 

10

分

の 6 

100

m2 

1m  10m   

  ためのアトリエ

又は工房(原動機

を使用する場合

にあっては、その

出 力 の 合 計 が

0.75 キロワット

以下のものに限

る。) 

(3) 巡査派出所、公

衆電話所その他こ

れらに類する政令

第 130条の 4で定め

る公益上必要な建

築物 

(4) 集会所 

(5) 前各号の建築物

に附属するもの 

    に 供

し、軒

の高さ

が2.3m

以 下

で、か

つ、床

面積の

合計が

5m2 以

内であ

るもの 

   

室

牛

地

区 

 次の各号に掲げる

建築物以外の建築物 

(1)  都市計画法第

29条第1項第2号又

は第3号に規定する

建築物 

(2) 一戸建専用住宅

(自己の居住の用に

供 す るも のに 限

る。)。ただし、都

市計画法第29条第 

10 分

の20 

10

分

の 6 

100

m2 

1m  10m   



２７ 

旧 新 

  を除く。 

(3) 一戸建兼用で、

延べ面積の 2 分の

1 以上を居住の用に

供し、かつ、第 9号

から第 12 号までに

掲げる用途に供す

る部分の床面積の

合計が 50m2 以下の

もの 

(4) 神社、寺院、教

会その他これらに

類するもの 

(5) 老人ホーム、保

育所、福祉ホームそ

の他これらに類す

るもの 

(6) 老人福祉センタ

ー、児童厚生施設そ

の他これらに類す

るものでその用途

に供する部分の床

面 積 の 合 計 が

600m2以下のもの 

(7) 診療所又は助産

所 

(8) ホテル又は旅館

でその用途に供す

          1項第 2号に規定す

る建築物を除く。 

(3) 兼用住宅で、延

べ面積の2分の1以

上を居住の用に供

し、かつ、第 9号か

ら第 12 号までに掲

げる用途に供する

部分の床面積の合

計が 50m2 以下のも

の 

(4) 神社、寺院、教

会その他これらに

類するもの 

(5) 老人ホーム、保

育所、福祉ホームそ

の他これらに類す

るもの 

(6) 老人福祉センタ

ー、児童厚生施設そ

の他これらに類す

るものでその用途

に供する部分の床

面 積 の 合 計 が

600m2以下のもの 

(7) 診療所又は助産

所 

(8) ホテル又は旅館

        



２８ 

旧 新 

る部分の床面積の 

  合計が 1,500m2 以下

のもの 

(9) 主として当該地

区整備計画区域の

周辺の地域に居住

している者の日常

生活のため必要な

物品の加工、修理等

の業務を営む店舗、

事業場その他これ

らの業務の用に供

する建築物でその

用途に供する部分

の床面積の合計が

50m2以下のもの 

(10) 物品販売業を

営む店舗(専ら性的

好奇心をそそる写

真その他の物品の

販売を行うものを

除く。)又は飲食店

でその用途に供す

る部分の床面積の

合計が 150m2 以下の

もの 

(11) 自家販売のた

めに食品製造業(食

        

でその用途に供す 

  る部分の床面積の

合計が 1,500m2以下

のもの 

(9) 主として当該地

区整備計画区域の

周辺の地域に居住

している者の日常

生活のため必要な

物品の加工、修理等

の業務を営む店舗、

事業場その他これ

らの業務の用に供

する建築物でその

用途に供する部分

の床面積の合計が

50m2以下のもの 

(10) 物品販売業を

営む店舗(専ら性的

好奇心をそそる写

真その他の物品の

販売を行うものを

除く。)又は飲食店

でその用途に供す

る部分の床面積の

合計が 150m2以下の

もの 

(11) 自家販売のた
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旧 新 

品加工業を含む。) 

  を営むパン屋、米

屋、豆腐屋、菓子屋

その他これらに類

するものでその用

途に供する部分の

床 面 積 の 合 計 が

50m2 以下のもの(原

動機を使用する場

合にあっては、その

出 力 の 合 計 が

0.75 キロワット以

下のものに限る。) 

(12) 美術品又は工

芸品を製作するた

めのアトリエ又は

工房でその用途に

供する部分の床面

積の合計が 50m2 以

下のもの(原動機を

使用する場合にあ

っては、その出力の

合計が 0.75 キロワ

ット以下のものに

限る。) 

(13) 集会所 

(14) 農林水産物の

処理、貯蔵又は加工

        

めに食品製造業(食 

  品加工業を含む。)

を営むパン屋、米

屋、豆腐屋、菓子屋

その他これらに類

するものでその用

途に供する部分の

床 面 積の 合計 が

50m2 以下のもの(原

動機を使用する場

合にあっては、その

出 力 の 合 計 が

0.75 キロワット以

下のものに限る。) 

(12) 美術品又は工

芸品を製作するた

めのアトリエ又は

工房でその用途に

供する部分の床面

積の合計が 50m2 以

下のもの(原動機を

使用する場合にあ

っては、その出力の

合計が 0.75 キロワ

ット以下のものに

限る。) 

(13) 集会所 

(14) 農林水産物の

        



３０ 

旧 新 

に必要な施設でそ 

  の用途に供する部

分の床面積の合計

が 1,500m2 以下のも

の 

(15) 前各号の建築

物に附属するもの 

        

 

処理、貯蔵又は加工 

  に必要な施設でそ

の用途に供する部

分の床面積の合計

が 1,500m2以下のも

の 

(15) 前各号の建築

物に附属するもの 

        

小

倉

・

堂

奥

地

区 

A

地

区 

 次の各号に掲げる

建築物 

(1) 自動車教習所 

(2) 畜舎 

(3) 法別表第 2(り)

項に掲げる建築物 

        

C

地

区 

 次の各号に掲げる

建築物 

(1) ボーリング場､

スケート場､水泳場

その他これらに類

する運動施設 

(2) マージャン屋、

ぱちんこ屋、射的

場､勝馬投票券発売

所、場外車券売場そ

の他これらに類す

るもの 

(3) カラオケボック

スその他これに類 
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   するもの 

(4) 劇場、映画館、

演芸場若しくは観

覧場又はナイトク

ラブその他これに

類するもの 

(5) 自動車教習所 

(6) 畜舎 

(7) 法別表第 2(と)

項第 1号から第4号

までに掲げる建築

物 

(8) 風営法第 2 条第

1 項第 1 号から第

3 号まで若しくは

第 5号又は第 5項に

該当する営業の用

に供する建築物 

        

堀

地

区 

 次の各号に掲げる

建築物以外の建築物 

(1)  都市計画法第

29 条第 1 項第 2 号

又は第 3 号に規定

する建築物 

(2) 一戸建専用住宅

(自己の居住の用に

供 す るも のに 限

る。)。ただし、都 

10 分

の 20 

10

分

の 6 

100

㎡ 

  10m   
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  市計画法第 29 条第

1項第 2号に規定す

る建築物を除く。 

(3) 兼用住宅で、延

べ面積の2分の1以

上を居住の用に供

し、かつ、第 10 号

から第 13 号までに

掲げる用途に供す

る部分の床面積の

合計が 50m2 以下の

もの 

(4) 長屋、共同住宅、

寄宿舎又は下宿 

(5) 神社、寺院、教

会その他これらに

類するもの 

(6) 老人ホーム、保

育所、福祉ホームそ

の他これらに類す

るもの 

(7) 老人福祉センタ

ー、児童厚生施設そ

の他これらに類す

るものでその用途

に供する部分の床

面 積 の 合 計 が

600m2以下のもの 
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(8) 診療所又は助産 

   所 

(9) ホテル又は旅館

でその用途に供す

る部分の床面積の

合計が 1,500m2以下

のもの 

(10) 主として当該

地区整備計画区域

の周辺の地域に居

住している者の日

常生活のため必要

な物品の加工、修理

等の業務を営む店

舗、事業場その他こ

れらの業務の用に

供する建築物でそ

の用途に供する部

分の床面積の合計

が 50m2以下のもの 

(11) 物品販売業を

営む店舗(専ら性的

好奇心をそそる写

真その他の物品の

販売を行うものを

除く。)又は飲食店

でその用途に供す

る部分の床面積の
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合計が 150m2以下の 

  もの 

(12) 自家販売のた

めに食品製造業(食

品加工業を含む。)

を営むパン屋、米

屋、豆腐屋、菓子屋

その他これらに類

するものでその用

途に供する部分の

床 面 積の 合計 が

50m2 以下のもの(原

動機を使用する場

合にあっては、その

出 力 の 合 計 が

0.75 キロワット以

下のものに限る。) 

(13) 美術品又は工

芸品を製作するた

めのアトリエ又は

工房でその用途に

供する部分の床面

積の合計が 50m2 以

下のもの(原動機を

使用する場合にあ

っては、その出力の

合計が 0.75 キロワ

ット以下のものに
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限る。) 

  (14) 集会所 

(15) 農林水産物の

処理、貯蔵又は加工

に必要な施設でそ

の用途に供する部

分の床面積の合計

が 1,500m2以下のも

の 

(16) 前各号の建築

物に附属するもの 

        

 

    改正附則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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旧 新 

 (定義)  (定義) 

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

 (1) 新型コロナウイルス感染症 新型インフルエンザ等対策特別

措置法(平成 24年法律第 31号)附則第 1条の 2第 1項に規定する

新型コロナウイルス感染症をいう。 

 

 (2) （略） 

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

 (1) 新型コロナウイルス感染症 病原体がベータコロナウイルス

属のコロナウイルス(令和 2年 1月に、中華人民共和国から世界保

健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告さ

れたものに限る。)である感染症をいう。 

 (2) （略） 

    改正附則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定) (一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定) 

第 11 条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する

年の前年の所得に係る地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 314 条

の 2第 1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得

と区分して計算される所得の金額(同法附則第 33条の 2第 5項に規

定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第 35条の 2の

6 第 11 項又は第 15 項の規定の適用がある場合には、その適用後の

金額)、同法附則第 33条の 3第 5項に規定する土地等に係る事業所

得等の金額、同法附則第 34 条第 4 項に規定する長期譲渡所得の金

額(租税特別措置法(昭和 32年法律第 26号)第 33条の 4第 1項若し

くは第 2項、第 34条第 1項、第 34条の 2第 1項、第 34条の 3第 1項、

第 35 条第 1 項、第 35 条の 2 第 1 項又は第 36 条の規定の適用があ

る場合には、これらの規定の適用により同法第 31 条第 1 項に規定

する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方

税法附則第 35条第 5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措

置法第 33 条の 4 第 1 項若しくは第 2 項、第 34 条第 1 項、第 34 条

の 2 第 1 項、第 34 条の 3 第 1 項、第 35 条第 1 項又は第 36 条の規

定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第 32 条

第 1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した

金額)、地方税法附則第 35条の 2第 5項に規定する一般株式等に係

る譲渡所得等の金額(同法附則第 35 条の 3 第 15 項の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金額)、同法附則第 35条の 2の 2第 5項

に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第 35条の

2 の 6第 15項又は第 35 条の 3第 13 項若しくは第 15 項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第 35条の 4第 4項

に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第 35条の 4の

2第 7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居

第 11 条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する

年の前年の所得に係る地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 314 条

の 2第 1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得

と区分して計算される所得の金額(同法附則第 33条の 2第 5項に規

定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第 35条の 2の

6 第 11 項又は第 15 項の規定の適用がある場合には、その適用後の

金額)、同法附則第 33条の 3第 5項に規定する土地等に係る事業所

得等の金額、同法附則第 34 条第 4 項に規定する長期譲渡所得の金

額(租税特別措置法(昭和 32年法律第 26号)第 33条の 4第 1項若し

くは第 2項、第 34条第 1項、第 34条の 2第 1項、第 34条の 3第 1項、

第 35条第 1項、第 35条の 2第 1項、第 35条の 3第 1項又は第 36条

の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第

31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除

した金額)、地方税法附則第 35条第 5項に規定する短期譲渡所得の

金額(租税特別措置法第 33 条の 4 第 1 項若しくは第 2 項、第 34 条

第 1 項、第 34 条の 2第 1 項、第 34 条の 3 第 1 項、第 35 条第 1項

又は第 36 条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用に

より同法第 32 条第 1 項に規定する短期譲渡所得の金額から控除す

る金額を控除した金額)、地方税法附則第 35条の 2第 5項に規定す

る一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第 35 条の 3 第 

15 項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則

第 35条の 2の 2第 5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金

額(同法附則第 35条の 2の 6第 15項又は第 35条の 3第 13項若しく

は第 15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法

附則第 35 条の 4 第 4 項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額

(同法附則第 35条の 4の 2第 7項の規定の適用がある場合には、そ
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住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関す

る法律(昭和 37 年法律第 144 号)第 8 条第 2 項(同法第 12 条第 5 項

及び第 16条第 2項において準用する場合を含む。第 22条第 1項第

1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第 8条第

4項(同法第 12条第 6項及び第 16条第 3項において準用する場合を

含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税

条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関

する法律(昭和 44年法律第 46号。第 18条の 2において「租税条約

等実施特例法」という。)第 3条の 2の 2第 10項に規定する条約適

用利子等の額及び同条第 12 項に規定する条約適用配当等の額をい

う。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第 314 条の

2 第 2 項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額

並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下

「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、第 13条の所得割の保

険料率を乗じて算定する。 

の適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得

税等の非課税等に関する法律(昭和 37年法律第 144号)第 8条第 2項

(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。

第 18条の 2第 1項第 1号において同じ。)に規定する特例適用利子

等の額、同法第 8条第 4項(同法第 12条第 6項及び第 16条第 3項に

おいて準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適

用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地

方税法の特例等に関する法律(昭和 44年法律第 46号。第 18条の 2に

おいて「租税条約等実施特例法」という。)第 3条の 2の 2第 10項

に規定する条約適用利子等の額及び同条第 12 項に規定する条約適

用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方

税法第 314条の 2第 2項の規定による控除をした後の総所得金額及

び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の

合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、第 13条の

所得割の保険料率を乗じて算定する。 

2 （略） 2 （略） 

(保険料の減額) (保険料の減額) 

第18条の2 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の

賦課額のうち基礎賦課額は、第 10条又は第 13条の 2の基礎賦課額

から、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額し

て得た額が 63万円を超える場合には、63万円)とする。 

第18条の2 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の

賦課額のうち基礎賦課額は、第 10条又は第 13条の 2の基礎賦課額

から、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額し

て得た額が 63万円を超える場合には、63万円)とする。 

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納

付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在におい

てその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算

定した地方税法第 314 条の 2 第 1 項に規定する総所得金額(青色

専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第 313条第

3 項、第 4 項又は第 5 項の規定を適用せず、所得税法(昭和 40 年

法律第 33 号)第 57 条第 1 項、第 3 項又は第 4 項の規定の例によ

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納

付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在におい

てその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算

定した地方税法第 314 条の 2 第 1 項に規定する総所得金額(青色

専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第 313条第

3 項、第 4 項又は第 5 項の規定を適用せず、所得税法(昭和 40 年

法律第 33 号)第 57 条第 1 項、第 3 項又は第 4 項の規定の例によ
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らないものとし、山林所得金額及び他の所得と区分して計算され

る所得の金額(地方税法附則第 33条の 2第 5項に規定する上場株

式等に係る配当所得等の金額(同法附則第 35 条の 2 の 6 第 11 項

又は第 15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、

同法附則第 33 条の 3 第 5 項に規定する土地等に係る事業所得等

の金額、同法附則第 34条第 4項に規定する長期譲渡所得の金額、

同法附則第 35 条第 5 項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附

則第 35 条の 2 第 5 項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の

金額(同法附則第 35条の 3第 15項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額)、同法附則第 35 条の 2 の 2 第 5 項に規定す

る上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第 35 条の 2 の

6 第 15 項又は第 35 条の 3第 13項若しくは第 15 項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第 35条の 4第 4項

に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第 35 条の

4の 2第 7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税

等に関する法律第 8条第 2項に規定する特例適用利子等の額、同

法第 8条第 4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施

特例法第 3 条の 2 の 2 第 10 項に規定する条約適用利子等の額及

び同条第 12 項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この

項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及

び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金

額の合算額が、地方税法第 314条の 2第 2項に掲げる金額を超え

ない世帯に係る保険料の納付義務者は、アに掲げる額に当該世帯

に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均

等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲

げる額とを合算した額 

らないものとし、山林所得金額及び他の所得と区分して計算され

る所得の金額(地方税法附則第 33条の 2第 5項に規定する上場株

式等に係る配当所得等の金額(同法附則第 35 条の 2 の 6 第 11 項

又は第 15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、

同法附則第 33 条の 3 第 5 項に規定する土地等に係る事業所得等

の金額、同法附則第 34条第 4項に規定する長期譲渡所得の金額、

同法附則第 35 条第 5 項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附

則第 35 条の 2 第 5 項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の

金額(同法附則第 35条の 3第 15項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額)、同法附則第 35 条の 2 の 2 第 5 項に規定す

る上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第 35 条の 2 の

6 第 15 項又は第 35 条の 3第 13項若しくは第 15 項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第 35条の 4第 4項

に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第 35 条の

4の 2第 7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税

等に関する法律第 8条第 2項に規定する特例適用利子等の額、同

法第 8条第 4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施

特例法第 3 条の 2 の 2 第 10 項に規定する条約適用利子等の額及

び同条第 12 項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この

項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及

び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金

額の合算額が、地方税法第 314条の 2第 2項第 1号に定める金額

(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一

世帯所属者(次号及び第 3号において「世帯主等」という。)のう

ち給与所得を有する者(前年中に同条第 1 項に規定する総所得金

額に係る所得税法第 28 条第 1 項に規定する給与所得について同

条第 3 項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第
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1 項に規定する給与等の収入金額が 55 万円を超える者に限る。)

をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る

所得を有する者(前年中に地方税法第 314 条の 2 第 1 項に規定す

る総所得金額に係る所得税法第 35 条第 3 項に規定する公的年金

等に係る所得について同条第 4項に規定する公的年金等控除額の

控除を受けた者(年齢 65歳未満の者にあっては当該公的年金等の

収入金額が 60万円を超える者に限り、年齢 65歳以上の者にあっ

ては当該公的年金等の収入金額が 110 万円を超える者に限る。)

をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この項

において「給与所得者等の数」という。)が 2 以上の場合にあっ

ては、地方税法第 314条の 2第 2項第 1号に定める金額に当該給

与所得者等の数から 1 を減じた数に 10 万円を乗じて得た金額を

加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者は、アに

掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎

賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗

じて得た額とイに掲げる額とを合算した額 

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に

10分の 7を乗じて得た額 

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に

10分の 7を乗じて得た額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に 10 分

の 7を乗じて得た額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に 10 分

の 7を乗じて得た額 

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得

と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第 314条の

2第 2項に掲げる金額に、28万 5千円に当該年度の保険料賦課期

日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合はその発生し

た日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特

定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額

を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当

する者以外の者は、アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者の

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得

と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第 314条

の 2 第 2 項第 1 号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の

数が 2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得

者等の数から 1 を減じた数に 10 万円を乗じて得た金額を加えた

金額)に、28万 5千円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に

保険料の納付義務が発生した場合はその発生した日とする。)現

在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属
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うち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象

とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した

額 

者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯

に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者

は、アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分

の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの

数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額 

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に

10分の 5を乗じて得た額 

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に

10分の 5を乗じて得た額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に 10 分

の 5を乗じて得た額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に 10 分

の 5を乗じて得た額 

(3) 第 1 号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所

得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第

314条の 2第 2項に掲げる金額に、52万円に当該年度の保険料賦

課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合はその発

生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数

と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した

金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前 2号に

該当する者以外の者は、アに掲げる額に当該世帯に属する被保険

者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の

対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算

した額 

(3) 第 1 号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所

得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第

314条の 2第 2項第 1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者

等の数が 2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与

所得者等の数から 1 を減じた数に 10 万円を乗じて得た金額を加

えた金額)に、52万円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に

保険料の納付義務が発生した場合はその発生した日とする。)現

在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属

者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯

に係る保険料の納付義務者であって前 2号に該当する者以外の者

は、アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分

の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの

数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額 

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に

10分の 2を乗じて得た額 

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に

10分の 2を乗じて得た額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に 10 分

の 2を乗じて得た額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に 10 分

の 2を乗じて得た額 

2から 4まで （略） 2から 4まで （略） 
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附 則 附 則 

1から 4まで （略） 1から 4まで （略） 

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例) (公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例) 

5 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が、前年中に所得税法第 35 条第 3 項に規定する公的

年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条

第 4項に規定する公的年金等控除額(年齢 65歳以上である者に係る

ものに限る。以下「特定公的年金等控除額」という。)の控除を受

けた場合における第 18条の 2の規定の適用については、同条第 1項

第 1 号中「第 314 条の 2 第 1 項に規定する総所得金額(」とあるの

は「第 314条の 2第 1項に規定する総所得金額(所得税法第 35条第

3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第 2項第 1号

の規定によって計算した金額から 15 万円を控除した金額によるも

のとし、」と、「同法第 313条第 3項」とあるのは「地方税法第 313条

第 3項」とする。 

5 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が、前年中に所得税法第 35 条第 3 項に規定する公的

年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条

第 4項に規定する公的年金等控除額(年齢 65歳以上である者に係る

ものに限る。以下「特定公的年金等控除額」という。)の控除を受

けた場合における第 18条の 2の規定の適用については、同条第 1項

第 1 号中「第 314 条の 2 第 1 項に規定する総所得金額(」とあるの

は「第 314条の 2第 1項に規定する総所得金額(所得税法第 35条第

3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第 2項第 1号

の規定によって計算した金額から 15 万円を控除した金額によるも

のとし、」と、「同法第 313条第 3項」とあるのは「地方税法第 313条

第 3項」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。 

6から 13まで （略） 6から 13まで （略） 

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当

金) 

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当

金) 

14 給与等(所得税法第 28条第 1項に規定する給与等をいい、賞与(健

康保険法第 3条第 6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)

の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することがで

きないとき(新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対

策特別措置法(平成 24年法律第 31号)附則第 1条の 2に規定する新

型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は

発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる

ときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、そ

の労務に服することができなくなった日から起算して 3日を経過し

14 給与等(所得税法第 28条第 1項に規定する給与等をいい、賞与(健

康保険法第 3条第 6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)

の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することがで

きないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウ

イルス属のコロナウイルス(令和 2 年 1 月に、中華人民共和国から

世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報

告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染し

たとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染

が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主
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た日から労務に服することができない期間のうち労務に就くこと

を予定していた日について、傷病手当金を支給する。 

に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して

3 日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務

に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。 

15から 20まで （略） 15から 20まで （略） 

    改正附則 

 (施行期日) 

1 この条例は、令和 3年 4月 1日から施行する。ただし、附則第 14項

の改正規定は、公布の日から施行する。 

 (適用区分) 

2 この条例による改正後の第 11 条、第 18 条の 2 及び附則第 5 項の

規定は、令和 3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和 2年

度分までの保険料については、なお従前の例による。 
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(保険料率) (保険料率) 

第 4 条 平成 30 年度から令和 2 年度までの各年度における保険料率

は、当該年度分の保険料の賦課期日(法第 130 条に規定する賦課期

日をいう。以下同じ。)における次の各号に掲げる第 1号被保険者(法

第 9 条第 1 号に規定する第 1 号被保険者をいう。以下同じ。)の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第 4条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、

当該年度分の保険料の賦課期日(法第 130 条に規定する賦課期日を

いう。以下同じ。)における次の各号に掲げる第 1号被保険者(法第

9条第 1号に規定する第 1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 介護保険法施行令(平成 10 年政令第 412 号。以下「令」とい

う。)第 39条第 1項第 1号に掲げる者 29,640円 

(1) 介護保険法施行令(平成 10 年政令第 412 号。以下「令」とい

う。)第 39条第 1項第 1号に掲げる者 32,330円 

(2) 令第 39条第 1項第 2号に掲げる者 39,520円 (2) 令第 39条第 1項第 2号に掲げる者 43,110円 

(3) 令第 39条第 1項第 3号に掲げる者 42,810円 (3) 令第 39条第 1項第 3号に掲げる者 46,700円 

(4) 令第 39条第 1項第 4号に掲げる者 55,980円 (4) 令第 39条第 1項第 4号に掲げる者 61,060円 

(5) 令第 39条第 1項第 5号に掲げる者 65,860円 (5) 令第 39条第 1項第 5号に掲げる者 71,840円 

(6) 次のいずれかに該当する者 75,740円 (6) 次のいずれかに該当する者 82,620円 

ア 地方税法(昭和 25年法律第 226号)第 292条第 1項第 13号に

規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税

特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 33 条の 4 第 1 項若しく

は第 2項、第 34条第 1項、第 34条の 2第 1項、第 34条の 3第

1項、第 35条第 1項、第 35条の 2第 1項又は第 36条の規定の

適用がある場合には、当該合計所得金額から令第 22 条の 2 第

2 項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この

項において同じ。)が 125 万円以下である者であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しないもの 

ア 地方税法(昭和 25年法律第 226号)第 292条第 1項第 13号に

規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税

特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 33 条の 4 第 1 項若しく

は第 2項、第 34条第 1項、第 34条の 2第 1項、第 34条の 3第

1項、第 35条第 1項、第 35条の 2第 1項、第 35条の 3第 1項

又は第 36 条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額

から令第 22 条の 2 第 2 項に規定する特別控除額を控除して得

た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。

以下同じ。)が 125 万円以下である者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者(生活保護法(昭和 25年法律第 144号)第 6条第 2項

に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、その者が

イ 要保護者(生活保護法(昭和 25年法律第 144号)第 6条第 2項

に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、その者が
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課される保険料額についてこの号の区分による額を適用され

たならば保護を必要としない状態となるもの(令第 39条第 1項

第 1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第 8号イ、第 9号

イ又は第 10号イに該当する者を除く。) 

課される保険料額についてこの号の区分による額を適用され

たならば保護を必要としない状態となるもの(令第 39条第 1項

第 1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第 8号イ、第 9号

イ又は第 10号イに該当する者を除く。) 

(7) 次のいずれかに該当する者 82,330円 (7) 次のいずれかに該当する者 89,800円 

ア 合計所得金額が 200万円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が 200万円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状

態となるもの(令第 39 条第 1 項第 1 号イ((1)に係る部分を除

く。)、次号イ、第 9号イ又は第 10号イに該当する者を除く。) 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状

態となるもの(令第 39 条第 1 項第 1 号イ((1)に係る部分を除

く。)、次号イ、第 9号イ又は第 10号イに該当する者を除く。) 

(8) 次のいずれかに該当する者 98,790円 (8) 次のいずれかに該当する者 107,760円 

ア 合計所得金額が 400万円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が 400万円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状

態となるもの(令第 39 条第 1 項第 1 号イ((1)に係る部分を除

く。)、次号イ又は第 10号イに該当する者を除く。) 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状

態となるもの(令第 39 条第 1 項第 1 号イ((1)に係る部分を除

く。)、次号イ又は第 10号イに該当する者を除く。) 

(9) 次のいずれかに該当する者 108,670円 (9) 次のいずれかに該当する者 118,540円 

ア 合計所得金額が 600万円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が 600万円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状

態となるもの(令第 39 条第 1 項第 1 号イ((1)に係る部分を除

く。)又は次号イに該当する者を除く。) 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状

態となるもの(令第 39 条第 1 項第 1 号イ((1)に係る部分を除

く。)又は次号イに該当する者を除く。) 

(10) 次のいずれかに該当する者 118,550円 (10) 次のいずれかに該当する者 129,310円 

ア 合計所得金額が 800万円未満である者であり、かつ、前各号 ア 合計所得金額が 800万円未満である者であり、かつ、前各号



４６ 

旧 新 

のいずれにも該当しないもの のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状

態となるもの(令第 39 条第 1 項第 1 号イ((1)に係る部分を除

く。)に該当する者を除く。) 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状

態となるもの(令第 39 条第 1 項第 1 号イ((1)に係る部分を除

く。)に該当する者を除く。) 

(11) 前各号のいずれにも該当しない者 131,720円 (11) 前各号のいずれにも該当しない者 143,680円 

2 前項第 1 号に掲げる第 1 号被保険者についての保険料の減額賦課

に係る令和 2年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、

16,470円とする。 

2 前項第 1 号に掲げる第 1 号被保険者についての保険料の減額賦課

に係る令和 3 年度から令和 5 年度までの各年度における保険料率

は、同号の規定にかかわらず、17,960円とする。 

3 前項の規定は、第 1 項第 2 号に掲げる第 1 号被保険者についての

保険料の減額賦課に係る令和 2年度における保険料率について準用

する。この場合において、前項中「16,470円」とあるのは、「23,060円」

と読み替えるものとする。 

3 前項の規定は、第 1 項第 2 号に掲げる第 1 号被保険者についての

保険料の減額賦課に係る令和 3年度から令和 5年度までの各年度に

おける保険料率について準用する。この場合において、前項中

「17,960円」とあるのは、「25,150円」と読み替えるものとする。 

4 第 2 項の規定は、第 1 項第 3 号に掲げる第 1 号被保険者について

の保険料の減額賦課に係る令和 2年度における保険料率について準

用する。この場合において、第 2 項中「16,470 円」とあるのは、

「39,520円」と読み替えるものとする。 

4 第 2 項の規定は、第 1 項第 3 号に掲げる第 1 号被保険者について

の保険料の減額賦課に係る令和 3年度から令和 5年度までの各年度

における保険料率について準用する。この場合において、第 2項中

「17,960円」とあるのは、「43,110円」と読み替えるものとする。 

附 則 附 則 

1から 12まで （略） 1から 12まで （略） 

 (令和 3 年度から令和 5 年度までの保険料率の算定に関する基準の

特例) 

13 第 1 号被保険者のうち、令和 2 年の合計所得金額に所得税法(昭

和 40年法律第 33号)第 28条第 1項に規定する給与所得又は同法第

35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令

和 3 年度における保険料率の算定についての第 4 条第 1 項(第 6 号

ア、第 7 号ア、第 8 号ア、第 9 号ア及び第 10 号アに係る部分に限

る。)の規定の適用については、同項第 6号ア中「租税特別措置法」
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とあるのは、「所得税法(昭和 40年法律第 33号)第 28条第 1項に規

定する給与所得及び同法第 35 条第 3 項に規定する公的年金等に係

る所得の合計額については、同法第 28 条第 2 項の規定によって計

算した金額及び同法第 35 条第 2 項第 1 号の規定によって計算した

金額の合計額から 10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場

合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。 

 14 前項の規定は、令和 4年度における保険料率の算定について準用

する。この場合において、同項中「令和 2年」とあるのは、「令和 3年」

と読み替えるものとする。 

 15 第 13 項の規定は、令和 5 年度における保険料率の算定について

準用する。この場合において、同項中「令和 2年」とあるのは、「令

和 4年」と読み替えるものとする。 

13 （略） 16 （略） 

14 （略） 17 （略） 

    改正附則 

  (施行期日) 

 1 この条例は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

  (適用区分) 

 2 この条例による改正後の第 4 条の規定は、令和 3 年度分以後の保

険料について適用し、令和 2年度分までの保険料については、なお

従前の例による。 
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旧 新 

目次 目次 

第 1章 総則(第 1条―第 4条) 第 1章 総則(第 1条―第 4条) 

第 2章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 第 2章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

第 1節 基本方針等(第 5条・第 6条) 第 1節 基本方針等(第 5条・第 6条) 

第 2節 人員に関する基準(第 7条・第 8条) 第 2節 人員に関する基準(第 7条・第 8条) 

第 3節 設備に関する基準(第 9条) 第 3節 設備に関する基準(第 9条) 

第 4節 運営に関する基準(第 10条―第 43条) 第 4節 運営に関する基準(第 10条―第 43条) 

第 5節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及

び運営に関する基準の特例(第 44条・第 45条) 

第 5節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及

び運営に関する基準の特例(第 44条・第 45条) 

第 3章 夜間対応型訪問介護 第 3章 夜間対応型訪問介護 

第 1節 基本方針等(第 46条・第 47条) 第 1節 基本方針等(第 46条・第 47条) 

第 2節 人員に関する基準(第 48条・第 49条) 第 2節 人員に関する基準(第 48条・第 49条) 

第 3節 設備に関する基準(第 50条) 第 3節 設備に関する基準(第 50条) 

第 4節 運営に関する基準(第 51条―第 60条) 第 4節 運営に関する基準(第 51条―第 60条) 

第 3章の 2 地域密着型通所介護 第 3章の 2 地域密着型通所介護 

第 1節 基本方針(第 60条の 2) 第 1節 基本方針(第 60条の 2) 

第 2節 人員に関する基準(第 60条の 3・第 60条の 4) 第 2節 人員に関する基準(第 60条の 3・第 60条の 4) 

第 3節 設備に関する基準(第 60条の 5) 第 3節 設備に関する基準(第 60条の 5) 

第 4節 運営に関する基準(第 60条の 6―第 60条の 20) 第 4節 運営に関する基準(第 60条の 6―第 60条の 20) 

第 5節 共生型地域密着型サービスに関する基準(第 60条の 20の

2・第 60条の 20の 3) 

第 5節 共生型地域密着型サービスに関する基準(第 60条の 20の

2・第 60条の 20の 3) 

第 6節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及

び運営に関する基準 

第 6節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及

び運営に関する基準 

第 1 款 この節の趣旨及び基本方針(第 60 条の 21・第 60 条の 第 1 款 この節の趣旨及び基本方針(第 60 条の 21・第 60 条の
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22) 22) 

第 2款 人員に関する基準(第 60条の 23・第 60条の 24) 第 2款 人員に関する基準(第 60条の 23・第 60条の 24) 

第 3款 設備に関する基準(第 60条の 25・第 60条の 26) 第 3款 設備に関する基準(第 60条の 25・第 60条の 26) 

第 4款 運営に関する基準(第 60条の 27―第 60条の 38) 第 4款 運営に関する基準(第 60条の 27―第 60条の 38) 

第 4章 認知症対応型通所介護 第 4章 認知症対応型通所介護 

第 1節 基本方針(第 61条) 第 1節 基本方針(第 61条) 

第 2節 人員及び設備に関する基準 第 2節 人員及び設備に関する基準 

第 1款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知

症対応型通所介護(第 62条―第 64条) 

第 1款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知

症対応型通所介護(第 62条―第 64条) 

第 2款 共用型指定認知症対応型通所介護(第 65条―第 67条) 第 2款 共用型指定認知症対応型通所介護(第 65条―第 67条) 

第 3節 運営に関する基準(第 68条―第 81条) 第 3節 運営に関する基準(第 68条―第 81条) 

第 5章 小規模多機能型居宅介護 第 5章 小規模多機能型居宅介護 

第 1節 基本方針(第 82条) 第 1節 基本方針(第 82条) 

第 2節 人員に関する基準(第 83条―第 85条) 第 2節 人員に関する基準(第 83条―第 85条) 

第 3節 設備に関する基準(第 86条・第 87条) 第 3節 設備に関する基準(第 86条・第 87条) 

第 4節 運営に関する基準(第 88条―第 109条) 第 4節 運営に関する基準(第 88条―第 109条) 

第 6章 認知症対応型共同生活介護 第 6章 認知症対応型共同生活介護 

第 1節 基本方針(第 110条) 第 1節 基本方針(第 110条) 

第 2節 人員に関する基準(第 111条―第 113条) 第 2節 人員に関する基準(第 111条―第 113条) 

第 3節 設備に関する基準(第 114条) 第 3節 設備に関する基準(第 114条) 

第 4節 運営に関する基準(第 115条―第 129条) 第 4節 運営に関する基準(第 115条―第 129条) 

第 7章 地域密着型特定施設入居者生活介護 第 7章 地域密着型特定施設入居者生活介護 

第 1節 基本方針(第 130条) 第 1節 基本方針(第 130条) 

第 2節 人員に関する基準(第 131条・第 132条) 第 2節 人員に関する基準(第 131条・第 132条) 

第 3節 設備に関する基準(第 133条) 第 3節 設備に関する基準(第 133条) 
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第 4節 運営に関する基準(第 134条―第 150条) 第 4節 運営に関する基準(第 134条―第 150条) 

第 8章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 第 8章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

第 1節 基本方針(第 151条) 第 1節 基本方針(第 151条) 

第 2節 人員に関する基準(第 152条) 第 2節 人員に関する基準(第 152条) 

第 3節 設備に関する基準(第 153条・第 154条) 第 3節 設備に関する基準(第 153条・第 154条) 

第 4節 運営に関する基準(第 155条―第 179条) 第 4節 運営に関する基準(第 155条―第 179条) 

第 5節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針

並びに設備及び運営に関する基準 

第 5節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針

並びに設備及び運営に関する基準 

第 1款 この節の趣旨及び基本方針(第 180条・第 181条) 第 1款 この節の趣旨及び基本方針(第 180条・第 181条) 

第 2款 設備に関する基準(第 182条) 第 2款 設備に関する基準(第 182条) 

第 3款 運営に関する基準(第 183条―第 191条) 第 3款 運営に関する基準(第 183条―第 191条) 

第 9章 看護小規模多機能型居宅介護 第 9章 看護小規模多機能型居宅介護 

第 1節 基本方針(第 192条) 第 1節 基本方針(第 192条) 

第 2節 人員に関する基準(第 193条―第 195条) 第 2節 人員に関する基準(第 193条―第 195条) 

第 3節 設備に関する基準(第 196条・第 197条) 第 3節 設備に関する基準(第 196条・第 197条) 

第 4節 運営に関する基準(第 198条―第 204条) 第 4節 運営に関する基準(第 198条―第 204条) 

第 10章 雑則(第 205条) 第 10章 雑則(第 205条・第 206条) 

附則 附則 

(指定地域密着型サービスの事業の一般原則) (指定地域密着型サービスの事業の一般原則) 

第 3条 （略） 第 3条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

 3 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の

防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対

し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

 4 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提



５１ 

旧 新 

供するに当たっては、法第 118条の 2第 1項に規定する介護保険等

関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努め

なければならない。 

(定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数) (定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数) 

第 7条 （略） 第 7条 （略） 

2から 4まで （略） 2から 4まで （略） 

5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の同一敷地内に次

に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所

者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、当

該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。 

5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の同一敷地内に次

に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所

者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、当

該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。 

(1) 指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等基準第

121 条第 1 項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。第

152条第 12項において同じ。) 

(1) 指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等基準第

121 条第 1 項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。第

48条第 4項第 1号及び第 152条第 12項において同じ。) 

(2) 指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス等基準第

142条第 1項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいう。) 

(2) 指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス等基準第

142 条第 1 項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいう。第

48条第 4項第 2号において同じ。) 

(3) 指定特定施設(指定居宅サービス等基準第 174条第 1項に規定

する指定特定施設をいう。) 

(3) 指定特定施設(指定居宅サービス等基準第 174条第 1項に規定

する指定特定施設をいう。第 48条第 4項第 3号において同じ。) 

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所(第 83 条第 1 項に規定す

る指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。) 

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所(第 83 条第 1 項に規定す

る指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第 48 条第 4 項第

4号において同じ。) 

(5) 指定認知症対応型共同生活介護事業所(第 111条第 1項に規定

する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。第 65 条第

1 項、第 66 条、第 83 条第 6 項、第 84 条第 3 項及び第 85条にお

いて同じ。) 

(5) 指定認知症対応型共同生活介護事業所(第 111条第 1項に規定

する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。第 48条第 4項

第 5号、第 65条第 1項、第 66条、第 83条第 6項、第 84条第 3項

及び第 85条において同じ。) 

(6) 指定地域密着型特定施設(第 130条第 1項に規定する指定地域

密着型特定施設をいう。第 65条第 1項、第 66条第 1項及び第 83条

(6) 指定地域密着型特定施設(第 130条第 1項に規定する指定地域

密着型特定施設をいう。第 48条第 4項第 6号、第 65条第 1項、
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第 6項において同じ。) 第 66条第 1項及び第 83条第 6項において同じ。) 

(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設(第 151条第 1項に規定する

指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。第 65条第 1項、第 66条

第 1項及び第 83条第 6項において同じ。) 

(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設(第 151条第 1項に規定する

指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。第 48条第 4項第 7号、

第 65条第 1項、第 66条第 1項及び第 83条第 6項において同じ。) 

(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(第 193条第 1項に規

定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第 5章か

ら第 8章までにおいて同じ。) 

(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(第 193条第 1項に規

定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第 48 条

第 4項第 8号及び第 5章から第 8章までにおいて同じ。) 

(9)から(12)まで （略） (9)から(12)まで （略） 

6から 12まで （略） 6から 12まで （略） 

(運営規程) (運営規程) 

第 32 条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営

規程」という。)を定めておかなければならない。 

第 32 条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営

規程」という。)を定めておかなければならない。 

(1)から(7)まで （略） (1)から(7)まで （略） 

 (8) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(8) （略） (9) （略） 

(勤務体制の確保等) (勤務体制の確保等) 

第 33条 （略） 第 33条 （略） 

2から 4まで （略） 2から 4まで （略） 

 5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、適切な指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を確保する観点から、職場

において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動

であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者の就業環境が害されることを防

止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならな
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い。 

 (業務継続計画の策定等) 

第 33条の 2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、感染

症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護の提供を継続的に実施するための、及び非常

時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」

という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じな

ければならない。 

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随

時対応型訪問介護看護従業者に対し、業務継続計画について周知す

るとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならな

い。 

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期的に業務

継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う

ものとする。 

(衛生管理等) (衛生管理等) 

第 34条 （略） 第 34条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

 3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において感染症が発生し、又

はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければなら

ない。 

(1) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における

感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置

等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおお

むね 6月に 1回以上開催するとともに、その結果について、定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。 
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(2) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における

感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、感染症の予防

及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施するこ

と。 

(掲示) (掲示) 

第 35条 （略） 第 35条 （略） 

 2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項に規定す

る事項を記載した書面を当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧さ

せることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。 

(地域との連携等) (地域との連携等) 

第 40 条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、利用者、利

用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関係者、市の職員又は

当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する区域

を管轄する法第 115 条の 46 第 1 項に規定する地域包括支援センタ

ーの職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を有す

る者等により構成される協議会(以下この項において「介護・医療

連携推進会議」という。)を設置し、おおむね 6 月に 1 回以上、介

護・医療連携推進会議に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の提供状況等を報告し、介護・医療連携推進会議による評価を

受けるとともに、介護・医療連携推進会議から必要な要望、助言等

を聴く機会を設けなければならない。 

第 40 条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、利用者、利

用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関係者、市の職員又は

当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する区域

を管轄する法第 115 条の 46 第 1 項に規定する地域包括支援センタ

ーの職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を有す

る者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この

項、第 60条の 17第 1項及び第 88条において「利用者等」という。)

が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該

利用者等の同意を得なければならない。)(以下この項において「介

護・医療連携推進会議」という。)を設置し、おおむね 6 月に 1 回

以上、介護・医療連携推進会議に対して指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の提供状況等を報告し、介護・医療連携推進会議によ

る評価を受けるとともに、介護・医療連携推進会議から必要な要望、
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助言等を聴く機会を設けなければならない。 

2から 4まで （略） 2から 4まで （略） 

 (虐待の防止) 

第 41条の 2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、虐待

の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じ

なければならない。 

(1) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における

虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催すると

ともに、その結果について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における

虐待の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、虐待の防止の

ための研修を定期的に実施すること。 

(4) 前 3 号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこ

と。 

(訪問介護員等の員数) (訪問介護員等の員数) 

第 48条 指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者(以下「指定夜間対

応型訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指

定夜間対応型訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以

下「夜間対応型訪問介護従業者」という。)の職種及び員数は、次

のとおりとする。ただし、前条第 2項ただし書の規定に基づきオペ

レーションセンターを設置しない場合においては、オペレーション

センター従業者を置かないことができる。 

第 48条 指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者(以下「指定夜間対

応型訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指

定夜間対応型訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以

下「夜間対応型訪問介護従業者」という。)の職種及び員数は、次

のとおりとする。ただし、前条第 2項ただし書の規定に基づきオペ

レーションセンターを設置しない場合においては、オペレーション

センター従業者を置かないことができる。 

(1) オペレーションセンター従業者 オペレーター(指定夜間対

応型訪問介護を提供する時間帯を通じて専ら利用者からの通報

(1) オペレーションセンター従業者 オペレーター(指定夜間対

応型訪問介護を提供する時間帯を通じて利用者からの通報を受
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を受け付ける業務に当たる従業者をいう。以下この章において同

じ。)として 1 以上及び利用者の面接その他の業務を行う者とし

て 1以上確保されるために必要な数以上とする。ただし、利用者

の処遇に支障がない場合は、オペレーターは、当該夜間対応型訪

問介護事業所の定期巡回サービス、同一敷地内の指定訪問介護事

業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職

務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事する

ことができる。 

け付ける業務に当たる従業者をいう。以下この章において同じ。)

として 1以上及び利用者の面接その他の業務を行う者として 1以

上確保されるために必要な数以上 

(2) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 定期巡回サービスを

行う訪問介護員等の員数は、交通事情、訪問頻度等を勘案し、利

用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上

とする。 

(2) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 定期巡回サービスを

行う訪問介護員等の員数は、交通事情、訪問頻度等を勘案し、利

用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上 

(3) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 随時訪問サービスを

行う訪問介護員等の員数は、指定夜間対応型訪問介護を提供する

時間帯を通じて専ら随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護

員等が 1以上確保されるために必要な数以上とする。ただし、利

用者の処遇に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問介護事業所

の定期巡回サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所

若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に

従事することができる。 

(3) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 随時訪問サービスを

行う訪問介護員等の員数は、指定夜間対応型訪問介護を提供する

時間帯を通じて随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等

が 1以上確保されるために必要な数以上 

2 （略） 2 （略） 

 3 オペレーターは専らその職務に従事する者でなければならない。

ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問介

護事業所の定期巡回サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所若

しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務又は利

用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができ

る。 

 4 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれ
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かの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支

障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員

をオペレーターとして充てることができる。 

(1) 指定短期入所生活介護事業所 

(2) 指定短期入所療養介護事業所 

(3) 指定特定施設 

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所 

(5) 指定認知症対応型共同生活介護事業所 

(6) 指定地域密着型特定施設 

(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設 

(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所 

(9) 指定介護老人福祉施設 

(10) 介護老人保健施設 

(11) 指定介護療養型医療施設 

(12) 介護医療院 

 5 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サー

ビスの提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の処遇

に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サ

ービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事することがで

きる。 

 6 当該夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対するオペレーション

センターサービスの提供に支障がない場合は、第 3項本文及び前項

本文の規定にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従

事することができる。 

 7 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事してい

る場合において、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対

する随時訪問サービスの提供に支障がないときは、第 1項の規定に
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かかわらず、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かないこと

ができる。 

(運営規程) (運営規程) 

第 56 条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介

護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関す

る規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかな

ければならない。 

第 56 条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介

護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関す

る規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかな

ければならない。 

(1)から(7)まで （略） (1)から(7)まで （略） 

 (8) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(8) （略） (9) （略） 

(勤務体制の確保等) (勤務体制の確保等) 

第 57条 （略） 第 57条 （略） 

2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業

所ごとに、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等によ

って定期巡回サービス及び随時訪問サービスを提供しなければな

らない。ただし、随時訪問サービスについては、他の指定訪問介護

事業所との連携を図ることにより当該指定夜間対応型訪問介護事

業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者

の処遇に支障がないときは、当該他の指定訪問介護事業所の訪問介

護員等に行わせることができる。 

2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業

所ごとに、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等によ

って定期巡回サービス及び随時訪問サービスを提供しなければな

らない。ただし、指定夜間対応型訪問介護事業所が、適切に指定夜

間対応型訪問介護を利用者に提供する体制を構築しており、他の指

定訪問介護事業所又は指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所(以下この条において「指定訪問介護事業所等」という。)との密

接な連携を図ることにより当該指定夜間対応型訪問介護事業所の

効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇

に支障がないときは、市長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲

内において、指定夜間対応型訪問介護の事業の一部を、当該他の指

定訪問介護事業所等の従業者に行わせることができる。 

3 前項の規定にかかわらず、指定夜間対応型訪問介護事業者が指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、か

つ、指定夜間対応型訪問介護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪

3 前項本文の規定にかかわらず、オペレーションセンターサービス

については、市長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内におい

て、複数の指定夜間対応型訪問介護事業所の間の契約に基づき、当
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問介護看護の事業とが同一敷地内において一体的に運営されてい

る場合(第 33条第 2項ただし書の規定により当該夜間対応型訪問介

護事業所の従業者が当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所の職務を行うことにつき市長に認められている場合に限る。)

であって、利用者の処遇に支障がないときは、市長が地域の実情を

勘案し適切と認める範囲内において、定期巡回サービス又は随時訪

問サービスの事業の一部を他の指定訪問介護事業所又は指定夜間

対応型訪問介護事業所の従業者に行わせることができる。 

該複数の指定夜間対応型訪問介護事業所が密接な連携を図ること

により、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることが

できる。 

4 （略） 4 （略） 

 5 指定夜間対応型訪問介護事業者は、適切な指定夜間対応型訪問介

護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又

は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な

範囲を超えたものにより夜間対応型訪問介護従業者の就業環境が

害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講

じなければならない。 

(地域との連携等) (地域との連携等) 

第 58条 （略） 第 58条 （略） 

 2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業

所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定夜

間対応型訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者

以外の者に対しても指定夜間対応型訪問介護の提供を行うよう努

めなければならない。 

(準用) (準用) 

第 60条 第 10条から第 23条まで、第 28条、第 29条、第 34条から

第 39 条まで、第 41 条及び第 42 条の規定は、夜間対応型訪問介護

の事業について準用する。この場合において、第 10 条第 1 項、第

20条、第 34条及び第 35条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護

第 60条 第 10条から第 23条まで、第 28条、第 29条、第 33条の 2か

ら第 39条まで及び第 41条から第 42条までの規定は、夜間対応型

訪問介護の事業について準用する。この場合において、第 10 条第

1項、第 20条、第 33条の 2第 2項、第 34条第 1項並びに第 3項第
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従業者」とあるのは「夜間対応型訪問介護従業者」と、第 15 条中

「計画作成責任者」とあるのは「オペレーションセンター従業者(オ

ペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪問介護員

等)」と、第 28条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「訪問介護員等」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護(随時対応サービスを除く。)」とあるのは「夜間対応型訪問介

護」と読み替えるものとする。 

1号及び第 3号、第 35条第 1項並びに第 41条の 2第 1号及び第 3号

中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「夜間

対応型訪問介護従業者」と、第 15 条中「計画作成責任者」とある

のは「オペレーションセンター従業者(オペレーションセンターを

設置しない場合にあっては、訪問介護員等)」と、第 28条中「定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「訪問介護員等」

と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護(随時対応サービスを除

く。)」とあるのは「夜間対応型訪問介護」と読み替えるものとす

る。 

(運営規程) (運営規程) 

第 60 条の 12 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通

所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に

関する規程を定めておかなければならない。 

第 60 条の 12 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通

所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に

関する規程を定めておかなければならない。 

(1)から(9)まで （略） (1)から(9)まで （略） 

 (10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(10) （略） (11) （略） 

(勤務体制の確保等) (勤務体制の確保等) 

第 60条の 13 （略） 第 60条の 13 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型通所介護従業者の

資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

3 指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型通所介護従業者の

資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

その際、当該指定地域密着型通所介護事業者は、全ての地域密着型

通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、

法第 8条第 2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その

他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研

修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

 4 指定地域密着型通所介護事業者は、適切な指定地域密着型通所介
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護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又

は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な

範囲を超えたものにより地域密着型通所介護従業者の就業環境が

害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講

じなければならない。 

(非常災害対策) (非常災害対策) 

第 60条の 15 （略） 第 60条の 15 （略） 

 2 指定地域密着型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に

当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければなら

ない。 

(衛生管理等) (衛生管理等) 

第 60条の 16 （略） 第 60条の 16 （略） 

2 指定地域密着型通所介護事業者は、当該指定地域密着型通所介護

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措

置を講ずるよう努めなければならない。 

2 指定地域密着型通所介護事業者は、当該指定地域密着型通所介護

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各

号に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及

びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね 6 月に

1 回以上開催するとともに、その結果について、地域密着型通所

介護従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及

びまん延の防止のための指針を整備すること。 

 (3) 当該指定地域密着型通所介護事業所において、地域密着型通

所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研

修及び訓練を定期的に実施すること。 

(地域との連携等) (地域との連携等) 

第 60 条の 17 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通 第 60 条の 17 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通
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所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代

表者、市の職員又は当該指定地域密着型通所介護事業所が所在する

区域を管轄する法第 115 条の 46 第 1 項に規定する地域包括支援セ

ンターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等によ

り構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)

を設置し、おおむね 6月に 1回以上、運営推進会議に対し活動状況

を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会

議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代

表者、市の職員又は当該指定地域密着型通所介護事業所が所在する

区域を管轄する法第 115 条の 46 第 1 項に規定する地域包括支援セ

ンターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等によ

り構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレ

ビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければな

らない。)(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置

し、おおむね 6月に 1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告

し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から

必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

2から 5まで （略） 2から 5まで （略） 

(準用) (準用) 

第 60条の 20 第 10 条から第 14 条まで、第 16 条から第 19 条まで、

第 21条、第 23条、第 29条、第 35条から第 39条まで、第 42条及

び第 54 条の規定は、指定地域密着型通所介護の事業について準用

する。この場合において、第 10条第 1項中「第 32条に規定する運

営規程」とあるのは「第 60条の 12に規定する重要事項に関する規

程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは

「地域密着型通所介護従業者」と、第 35 条中「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」

と読み替えるものとする。 

第 60条の 20 第 10 条から第 14 条まで、第 16 条から第 19 条まで、

第 21条、第 23条、第 29条、第 33条の 2、第 35条から第 39 条ま

で、第 41条の 2、第 42条及び第 54条の規定は、指定地域密着型通

所介護の事業について準用する。この場合において、第 10条第 1項

中「第 32 条に規定する運営規程」とあるのは「第 60 条の 12 に規

定する重要事項に関する規程」と、同項、第 33条の 2第 2項、第 35条

第 1 項並びに第 41 条の 2 第 1 号及び第 3 号中「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」

と読み替えるものとする。 

(準用) (準用) 

第 60条の 20の 3 第 10 条から第 14 条まで、第 16条から第 19 条ま

で、第 21 条、第 23 条、第 29 条、第 35 条から第 39 条まで、第

42条、第 54条、第 60条の 2、第 60条の 4、第 60条の 5第 4項及

び前節(第 60条の 20を除く。)の規定は、共生型地域密着型通所介

護の事業について準用する。この場合において、第 10 条第 1 項中

第 60条の 20の 3 第 10 条から第 14 条まで、第 16条から第 19 条ま

で、第 21条、第 23条、第 29条、第 33条の 2、第 35条から第 39条

まで、第 41条の 2、第 42条、第 54条、第 60条の 2、第 60条の 4、

第 60 条の 5 第 4 項及び前節(第 60 条の 20 を除く。)の規定は、共

生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合におい
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「第 32 条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第 60 条の

12 に規定する運営規程をいう。第 35 条において同じ。)」と、「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域

密着型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型地域密着型通

所介護従業者」という。)」と、第 35条中「定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業

者」と、第 60条の 5第 4項中「前項ただし書の場合(指定地域密着

型通所介護事業者が第 1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に

指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」

とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型

通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型

通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第 60条の 9第 4号、

第 60条の 10第 5項及び第 60条の 13第 3項中「地域密着型通所介

護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第

60条の 19第 2項第 2号中「次条において準用する第 21条第 2項」

とあるのは「第 21 条第 2 項」と、同項第 3 号中「次条において準

用する第 29条」とあるのは「第 29条」と、同項第 4号中「次条に

おいて準用する第 39条第 2項」とあるのは「第 39条第 2項」と読

み替えるものとする。 

て、第 10条第 1項中「第 32条に規定する運営規程」とあるのは「運

営規程(第 60 条の 12 に規定する重要事項に関する規程をいう。第

35条第 1項において同じ。)」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当た

る従業者(以下「共生型地域密着型通所介護従業者」という。)」と、

第 33 条の 2 第 2 項、第 35 条第 1項並びに第 41 条の 2 第 1 号及び

第 3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは

「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第 60条の 5第 4項中「前

項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が第 1 項に掲げ

る設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサ

ービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型地域密着型

通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用

し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提

供する場合」と、第 60条の 9第 4号、第 60条の 10第 5項、第 60条

の 13第 3項及び第 4項並びに第 60条の 16第 2項第 1号及び第 3号

中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通

所介護従業者」と、第 60条の 19第 2項第 2号中「次条において準

用する第 21条第 2項」とあるのは「第 21条第 2項」と、同項第 3号

中「次条において準用する第 29条」とあるのは「第 29条」と、同

項第 4号中「次条において準用する第 39条第 2項」とあるのは「第

39条第 2項」と読み替えるものとする。 

(運営規程) (運営規程) 

第 60 条の 34 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所

ごとに次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を

定めておかなければならない。 

第 60 条の 34 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所

ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を

定めておかなければならない。 

(1)から(8)まで （略） (1)から(8)まで （略） 

 (9) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(9) （略） (10) （略） 
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(安全・サービス提供管理委員会の設置) (安全・サービス提供管理委員会の設置) 

第 60 条の 36 指定療養通所介護事業者は、安全かつ適切なサービス

の提供を確保するため、地域の医療関係団体に属する者、地域の保

健、医療又は福祉の分野を専門とする者その他指定療養通所介護の

安全かつ適切なサービスの提供を確保するために必要と認められ

る者から構成される安全・サービス提供管理委員会(次項において

「委員会」という。)を設置しなければならない。 

第 60 条の 36 指定療養通所介護事業者は、安全かつ適切なサービス

の提供を確保するため、地域の医療関係団体に属する者、地域の保

健、医療又は福祉の分野を専門とする者その他指定療養通所介護の

安全かつ適切なサービスの提供を確保するために必要と認められ

る者から構成される安全・サービス提供管理委員会(テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。)(次項において「委

員会」という。)を設置しなければならない。 

2及び 3 （略） 2及び 3 （略） 

(準用) (準用) 

第 60条の 38 第 11 条から第 14 条まで、第 17 条から第 19 条まで、

第 21条、第 23条、第 29条、第 35条から第 39条まで、第 42条、

第 60条の 7(第 3項第 2号を除く。)、第 60条の 8及び第 60条の 13か

ら第 60条の 18までの規定は、指定療養通所介護の事業について準

用する。この場合において、第 35条中「運営規程」とあるのは「第

60条の 34に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時

対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、

第 60条の 13第 3項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「療

養通所介護従業者」と、第 60条の 17第 1項中「地域密着型通所介

護について知見を有する者」とあるのは「療養通所介護について知

見を有する者」と、「6 月」とあるのは「12 月」と、同条第 3 項中

「当たっては」とあるのは「当たっては、利用者の状態に応じて」

と、第 60条の 18第 4項中「第 60条の 5第 4項」とあるのは「第 60条

の 26第 4項」と読み替えるものとする。 

第 60条の 38 第 11 条から第 14 条まで、第 17 条から第 19 条まで、

第 21条、第 23条、第 29条、第 33条の 2、第 35条から第 39 条ま

で、第 41条の 2、第 42条、第 60条の 7(第 3項第 2号を除く。)、

第 60 条の 8 及び第 60 条の 13 から第 60 条の 18 までの規定は、指

定療養通所介護の事業について準用する。この場合において、第

33条の 2第 2項、第 35条第 1項並びに第 41条の 2第 1号及び第 3号

中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養

通所介護従業者」と、第 35条第 1項中「運営規程」とあるのは「第

60 条の 34 に規定する重要事項に関する規程」と、第 60 条の 13 第

3 項及び第 4 項並びに第 60 条の 16第 2項第 1 号及び第 3 号中「地

域密着型通所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、

第 60条の 17第 1項中「地域密着型通所介護について知見を有する

者」とあるのは「療養通所介護について知見を有する者」と、「6月」

とあるのは「12月」と、同条第 3項中「当たっては」とあるのは「当

たっては、利用者の状態に応じて」と、第 60条の 18第 4項中「第

60条の 5第 4項」とあるのは「第 60条の 26第 4項」と読み替える

ものとする。 

(従業者の員数) (従業者の員数) 
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第 65 条 指定認知症対応型共同生活介護事業所若しくは指定介護予

防認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型介護予防サー

ビス基準条例第 72 条第 1 項に規定する指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。)の居間若しくは

食堂又は指定地域密着型特定施設若しくは指定地域密着型介護老

人福祉施設の食堂若しくは共同生活室において、これらの事業所又

は施設の利用者、入居者又は入所者とともに行う指定認知症対応型

通所介護(以下「共用型指定認知症対応型通所介護」という。)の事

業を行う者(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業者」とい

う。)が当該事業を行う事業所(以下「共用型指定認知症対応型通所

介護事業所」という。)に置くべき従業者の員数は、当該利用者、

当該入居者又は当該入所者の数と当該共用型指定認知症対応型通

所介護の利用者(当該共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型介

護予防サービス基準条例第 9条第 1項に規定する共用型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せ

て受け、かつ、共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型指

定介護予防認知症対応型通所介護(同項に規定する共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の

事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業

所における共用型指定認知症対応型通所介護又は共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護の利用者。次条において同じ。)の数を

合計した数について、第 111条、第 131条若しくは第 152条又は指

定地域密着型介護予防サービス基準条例第 72 条に規定する従業者

の員数を満たすために必要な数以上とする。 

第 65 条 指定認知症対応型共同生活介護事業所若しくは指定介護予

防認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型介護予防サー

ビス基準条例第 72 条第 1 項に規定する指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。)の居間若しくは

食堂又は指定地域密着型特定施設若しくは指定地域密着型介護老

人福祉施設の食堂若しくは共同生活室において、これらの事業所又

は施設(第 67 条第 1 項において「本体事業所等」という。)の利用

者、入居者又は入所者とともに行う指定認知症対応型通所介護(以

下「共用型指定認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者(以

下「共用型指定認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事

業を行う事業所(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業所」

という。)に置くべき従業者の員数は、当該利用者、当該入居者又

は当該入所者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用

者(当該共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型介護予防サービ

ス基準条例第 9条第 1項に規定する共用型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、

共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防認

知症対応型通所介護(同項に規定する共用型指定介護予防認知症対

応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所におい

て一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における共

用型指定認知症対応型通所介護又は共用型指定介護予防認知症対

応型通所介護の利用者。次条において同じ。)の数を合計した数に

ついて、第 111条、第 131条若しくは第 152条又は指定地域密着型

介護予防サービス基準条例第 72 条に規定する従業者の員数を満た

すために必要な数以上とする。 

2 （略） 2 （略） 

(利用定員等) (利用定員等) 
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第 66条 （略） 第 66条 （略） 

2 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス(法

第 41条第 1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、

指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援(法第 46条第 1項に規

定する指定居宅介護支援をいう。)、指定介護予防サービス(法第

53条第 1項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、

指定地域密着型介護予防サービス(法第 54条の 2第 1項に規定する

指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくは指

定介護予防支援(法第 58条第 1項に規定する指定介護予防支援をい

う。)の事業又は介護保険施設(法第 8 条第 25 項に規定する介護保

険施設をいう。以下同じ。)若しくは指定介護療養型医療施設の運

営(第 83条第 7項及び第 193条第 8項において「指定居宅サービス

事業等」という。)について 3 年以上の経験を有する者でなければ

ならない。 

2 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス(法

第 41条第 1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、

指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援(法第 46条第 1項に規

定する指定居宅介護支援をいう。)、指定介護予防サービス(法第

53条第 1項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、

指定地域密着型介護予防サービス(法第 54条の 2第 1項に規定する

指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくは指

定介護予防支援(法第 58条第 1項に規定する指定介護予防支援をい

う。)の事業又は介護保険施設(法第 8 条第 25 項に規定する介護保

険施設をいう。以下同じ。)若しくは指定介護療養型医療施設の運

営(第 83条第 7項、第 111条第 9項及び第 193条第 8項において「指

定居宅サービス事業等」という。)について 3 年以上の経験を有す

る者でなければならない。 

(管理者) (管理者) 

第 67 条 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定認

知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の

管理者を置かなければならない。ただし、共用型指定認知症対応型

通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症

対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある

他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

第 67 条 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定認

知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の

管理者を置かなければならない。ただし、共用型指定認知症対応型

通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症

対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある

他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。な

お、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場

合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従

事し、かつ、同一敷地内にある他の本体事業所等の職務に従事する

こととしても差し支えない。 

2 （略） 2 （略） 

(運営規程) (運営規程) 
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第 74 条 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通

所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に

関する規程を定めておかなければならない。 

第 74 条 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通

所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に

関する規程を定めておかなければならない。 

(1)から(9)まで （略） (1)から(9)まで （略） 

 (10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(10) （略） (11) （略） 

(準用) (準用) 

第 81条 第 10条から第 14条まで、第 16条から第 19条まで、第 21条、

第 23条、第 29条、第 35条から第 39条まで、第 42条、第 54条、

第 60条の 6、第 60条の 7、第 60条の 11及び第 60条の 13から第 60条

の 18 までの規定は、指定認知症対応型通所介護の事業について準

用する。この場合において、第 10条第 1項中「第 32条に規定する

運営規程」とあるのは「第 74条に規定する重要事項に関する規程」

と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認

知症対応型通所介護従業者」と、第 35 条中「定期巡回・随時対応

型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」

と、第 60条の 17第 1項中「地域密着型通所介護について知見を有

する者」とあるのは「認知症対応型通所介護について知見を有する

者」と、第 60 条の 18 第 4 項中「第 60 条の 5 第 4 項」とあるのは

「第 64条第 4項」と読み替えるものとする。 

第 81条 第 10条から第 14条まで、第 16条から第 19条まで、第 21条、

第 23条、第 29条、第 33条の 2、第 35条から第 39条まで、第 41条

の 2、第 42条、第 54条、第 60条の 6、第 60条の 7、第 60条の 11及

び第 60条の 13から第 60条の 18までの規定は、指定認知症対応型

通所介護の事業について準用する。この場合において、第 10 条第

1 項中「第 32 条に規定する運営規程」とあるのは「第 74 条に規定

する重要事項に関する規程」と、同項、第 33条の 2第 2項、第 35条

第 1 項並びに第 41 条の 2 第 1 号及び第 3 号中「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業

者」と、第 60条の 13第 3項及び第 4項並びに第 60条の 16第 2項

第 1号及び第 3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「認

知症対応型通所介護従業者」と、第 60条の 17第 1項中「地域密着

型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型通

所介護について知見を有する者」と、第 60条の 18第 4項中「第 60条

の 5 第 4 項」とあるのは「第 64 条第 4 項」と読み替えるものとす

る。 

(従業者の員数等) (従業者の員数等) 

第 83条 （略） 第 83条 （略） 

2から 5まで （略） 2から 5まで （略） 

6 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関す 6 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関す
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る基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の

中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いて

いるときは、同表の右欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業

者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。 

る基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の

中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いて

いるときは、同表の右欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業

者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。 

当該指定小規模多機 指定認知症対応型共同生活介護事 介護職員 

能型居宅介護事業所

に中欄に掲げる施設

等のいずれかが併設

されている場合 

業所、指定地域密着型特定施設、

指定地域密着型介護老人福祉施

設、指定介護療養型医療施設(医療

法(昭和 23年法律第 205号)第 7条

第 2 項第 4 号に規定する療養病床

を有する診療所であるものに限

る。)又は介護医療院 

 

当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所

の同一敷地内に中欄

に掲げる施設等のい

ずれかがある場合 

前項中欄に掲げる施設等、指定居

宅サービスの事業を行う事業所、

指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所、指定地域密着型通

所介護事業所、指定認知症対応型

通所介護事業所、指定介護老人福

祉施設又は介護老人保健施設 

看護師又は准

看護師 

 

当該指定小規模多機 指定認知症対応型共同生活介護事 介護職員 

能型居宅介護事業所

に中欄に掲げる施設

等のいずれかが併設

されている場合 

業所、指定地域密着型特定施設、

指定地域密着型介護老人福祉施

設、指定介護老人福祉施設、介護

老人保健施設、指定介護療養型医

療施設(医療法(昭和 23 年法律第 

205号)第 7条第 2項第 4号に規定

する療養病床を有する診療所であ

るものに限る。)又は介護医療院 

 

当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所

の同一敷地内に中欄

に掲げる施設等のい

ずれかがある場合 

前項中欄に掲げる施設等、指定居

宅サービスの事業を行う事業所、

指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所、指定地域密着型通

所介護事業所又は指定認知症対応

型通所介護事業所 

看護師又は准

看護師 

 

7から 13まで （略） 7から 13まで （略） 

(管理者) (管理者) 

第 84条 （略） 第 84条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 前 2 項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセン

ター(老人福祉法第 20条の 2の 2に規定する老人デイサービスセン

ターをいう。以下同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院、指定

小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事

3 前 2 項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセン

ター(老人福祉法第 20条の 2の 2に規定する老人デイサービスセン

ターをいう。以下同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院、指定

小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事
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業所、指定複合型サービス事業所(第 195 条に規定する指定複合型

サービス事業所をいう。次条において同じ。)等の従業者又は訪問

介護員等(介護福祉士又は法第 8 条第 2 項に規定する政令で定める

者をいう。次条、第 112条第 2項、第 113条及び第 195条において

同じ。)として 3 年以上認知症である者の介護に従事した経験を有

する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているも

のでなければならない。 

業所、指定複合型サービス事業所(第 195 条に規定する指定複合型

サービス事業所をいう。次条において同じ。)等の従業者又は訪問

介護員等(介護福祉士又は法第 8 条第 2 項に規定する政令で定める

者をいう。次条、第 112条第 3項、第 113条及び第 195条において

同じ。)として 3 年以上認知症である者の介護に従事した経験を有

する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているも

のでなければならない。 

(心身の状況等の把握) (心身の状況等の把握) 

第 88 条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能

型居宅介護の提供に当たっては、介護支援専門員(第 83 条第 12 項

の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定

小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、本体事業所の介護支援

専門員。以下この条及び第 94条において同じ。)が開催するサービ

ス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために

居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第

8 条第 24 項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)の

担当者を招集して行う会議をいう。)等を通じて、利用者の心身の

状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サー

ビスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

第 88 条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能

型居宅介護の提供に当たっては、介護支援専門員(第 83 条第 12 項

の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定

小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、本体事業所の介護支援

専門員。以下この条及び第 94条において同じ。)が開催するサービ

ス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために

居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第

8 条第 24 項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)の

担当者を招集して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、

テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なけれ

ばならない。)をいう。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置

かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状

況等の把握に努めなければならない。 

(運営規程) (運営規程) 

第 101条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能

型居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する規程を定めておかなければならない。 

第 101条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能

型居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1)から(9)まで （略） (1)から(9)まで （略） 
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 (10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(10) （略） (11) （略） 

(定員の遵守) (定員の遵守) 

第 102条 （略） 第 102条 （略） 

 2 前項本文の規定にかかわらず、過疎地域その他これに類する地域

において、地域の実情により当該地域における指定小規模多機能型

居宅介護の効率的運営に必要であると市が認めた場合は、指定小規

模多機能型居宅介護事業者は、市が認めた日から市介護保険事業計

画(法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をい

う。以下この項において同じ。)の終期まで(市が次期の市介護保険

事業計画を作成するに当たって、新規に代替サービスを整備するよ

りも既存の指定小規模多機能型居宅介護事業所を活用することが

より効率的であると認めた場合にあっては、次期の市介護保険事業

計画の終期まで)に限り、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サ

ービスの利用定員を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供を

行うことができる。 

(準用) (準用) 

第 109 条 第 10 条から第 14 条まで、第 21 条、第 23 条、第 29 条、

第 35条から第 39条まで、第 41条、第 42条、第 60条の 11、第 60条

の 13、第 60条の 16及び第 60条の 17の規定は、指定小規模多機能

型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第 10 条

第 1 項中「第 32 条に規定する運営規程」とあるのは「第 101 条に

規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、

第 35 条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるの

は「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第 60条の 11第 2項中「こ

の節」とあるのは「第 5章第 4節」と、第 60条の 13第 3項中「地

第 109 条 第 10 条から第 14 条まで、第 21 条、第 23 条、第 29 条、

第 33条の 2、第 35条から第 39条まで、第 41条から第 42条まで、

第 60 条の 11、第 60 条の 13、第 60 条の 16 及び第 60 条の 17 の規

定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この

場合において、第 10条第 1項中「第 32条に規定する運営規程」と

あるのは「第 101条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、

第 33 条の 2 第 2 項、第 35 条第 1項並びに第 41 条の 2 第 1 号及び

第 3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは

「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第 60条の 11第 2項中「こ

の節」とあるのは「第 5章第 4節」と、第 60条の 13第 3項及び第
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域密着型通所介護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従

業者」と、第 60条の 17第 1項中「地域密着型通所介護について知

見を有する者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護について知見

を有する者」と、「6 月」とあるのは「2 月」と、「活動状況」とあ

るのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」

と読み替えるものとする。 

4 項並びに第 60 条の 16第 2項第 1 号及び第 3 号中「地域密着型通

所介護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、

第 60条の 17第 1項中「地域密着型通所介護について知見を有する

者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」

と、「6 月」とあるのは「2 月」と、「活動状況」とあるのは「通い

サービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替える

ものとする。 

(従業者の員数) (従業者の員数) 

第 111 条 指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指

定認知症対応型共同生活介護事業者」という。)が当該事業を行う

事業所(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業所」という。)ご

とに置くべき指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業

者(以下「介護従業者」という。)の員数は、当該事業所を構成する

共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定認

知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を、常勤換算方

法で、当該共同生活住居の利用者(当該指定認知症対応型共同生活

介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者(指定

地域密着型介護予防サービス基準条例第 72 条第 1 項に規定する指

定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。)

の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業

と指定介護予防認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型介護予

防サービス基準条例第 71 条に規定する指定介護予防認知症対応型

共同生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所におい

て一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指

定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同

生活介護の利用者。以下この条及び第 114 条において同じ。)の数

が 3又はその端数を増すごとに 1以上とするほか、夜間及び深夜の

時間帯を通じて 1 以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務(夜間及

第 111 条 指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指

定認知症対応型共同生活介護事業者」という。)が当該事業を行う

事業所(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業所」という。)ご

とに置くべき指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業

者(以下「介護従業者」という。)の員数は、当該事業所を構成する

共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定認

知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を、常勤換算方

法で、当該共同生活住居の利用者(当該指定認知症対応型共同生活

介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者(指定

地域密着型介護予防サービス基準条例第 72 条第 1 項に規定する指

定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。)

の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業

と指定介護予防認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型介護予

防サービス基準条例第 71 条に規定する指定介護予防認知症対応型

共同生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所におい

て一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指

定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同

生活介護の利用者。以下この条及び第 114 条において同じ。)の数

が 3又はその端数を増すごとに 1以上とするほか、夜間及び深夜の

時間帯を通じて 1 以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務(夜間及
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び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。)を行

わせるために必要な数以上とする。 

び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。以下こ

の項において同じ。)を行わせるために必要な数以上とする。ただ

し、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住

居の数が 3である場合において、当該共同生活住居が全て同一の階

において隣接し、介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やか

な対応を行うことが可能な構造である場合であって、当該指定認知

症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用者の

安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間

帯に指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従

業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて 2以上の介護従業者

に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とすること

ができる。 

2から 4まで （略） 2から 4まで （略） 

5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、

保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関

し知識及び経験を有する者であって認知症対応型共同生活介護計

画の作成を担当させるのに適当と認められるものを専らその職務

に従事する計画作成担当者としなければならない。ただし、利用者

の処遇に支障がない場合は、当該共同生活住居における他の職務に

従事することができるものとする。 

5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同

生活介護事業所ごとに、保健医療サービス又は福祉サービスの利用

に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって認知症

対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められ

るものを専らその職務に従事する計画作成担当者としなければな

らない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定認知

症対応型共同生活介護事業所における他の職務に従事することが

できるものとする。 

6から 8まで （略） 6から 8まで （略） 

 9 第 7 項本文の規定にかかわらず、サテライト型指定認知症対応型

共同生活介護事業所(指定認知症対応型共同生活介護事業所であっ

て、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事

業について 3年以上の経験を有する指定認知症対応型共同生活介護

事業者により設置される当該指定認知症対応型共同生活介護事業

所以外の指定認知症対応型共同生活介護事業所であって当該指定
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認知症対応型共同生活介護事業所に対して指定認知症対応型共同

生活介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体

事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。

以下同じ。)については、介護支援専門員である計画作成担当者に

代えて、第 6項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者

を置くことができる。 

9 （略） 10 （略） 

10 （略） 11 （略） 

(管理者) (管理者) 

第 112条 （略） 第 112条 （略） 

 2 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない

場合は、サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所におけ

る共同生活住居の管理者は、本体事業所における共同生活住居の管

理者をもって充てることができる。 

2 （略） 3 （略） 

第 114条 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を

有するものとし、その数は 1又は 2とする。ただし、指定認知症対

応型共同生活介護事業所に係る用地の確保が困難であることその

他地域の実情により指定認知症対応型共同生活介護事業所の効率

的運営に必要と認められる場合は、1 の事業所における共同生活住

居の数を 3とすることができる。 

第 114条 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を

有するものとし、その数は 1 以上 3 以下(サテライト型指定認知症

対応型共同生活介護事業所にあっては、1又は 2)とする。 

2から 7まで （略） 2から 7まで （略） 

(指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針) (指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針) 

第 118条 （略） 第 118条 （略） 

2から 6まで （略） 2から 6まで （略） 

7 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化 7 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化
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を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3 月

に 1回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者そ

の他の従業者に周知徹底を図ること。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を 3 月

に 1回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者そ

の他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2)及び(3) （略） (2)及び(3) （略） 

8 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定

認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に外

部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善

を図らなければならない。 

8 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定

認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に次

に掲げるいずれかの評価を受けて、それらの結果を公表し、常にそ

の改善を図らなければならない。 

 (1) 外部の者による評価 

 (2) 第 129 条において準用する第 60 条の 17 第 1 項に規定する運

営推進会議における評価 

(管理者による管理) (管理者による管理) 

第 122条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅

サービス、指定地域密着型サービス、指定介護予防サービス若しく

は指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所、病院、診

療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、

これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により当該共同

生活住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。 

第 122条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅

サービス、指定地域密着型サービス(サテライト型指定認知症対応

型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供する指定認知症

対応型共同生活介護を除く。)、指定介護予防サービス若しくは指

定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所、病院、診療所

又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これ

らの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により当該共同生活

住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。 

(運営規程) (運営規程) 

第 123条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ご

とに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定

めておかなければならない。 

第 123条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ご

とに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定

めておかなければならない。 

(1)から(6)まで （略） (1)から(6)まで （略） 



７５ 

旧 新 

 (7) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(7) （略） (8) （略） 

(勤務体制の確保等) (勤務体制の確保等) 

第 124条 （略） 第 124条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、介護従業者の資質の向

上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、介護従業者の資質の向

上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、

当該指定認知症対応型共同生活介護事業者は、全ての介護従業者

(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第 8条第 2項

に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類す

る者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させ

るために必要な措置を講じなければならない。 

4 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、適切な指定認知症対応

型共同生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる

性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必

要かつ相当な範囲を超えたものにより介護従業者の就業環境が害

されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じ

なければならない。 

(準用) (準用) 

第 129条 第 10条、第 11条、第 13条、第 14条、第 23条、第 29条、

第 35条から第 37条まで、第 39条、第 41条、第 42条、第 60条の

11、第 60条の 16、第 60条の 17第 1項から第 4項まで、第 100条、

第 103条及び第 105条の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の

事業について準用する。この場合において、第 10 条第 1 項中「第

32条に規定する運営規程」とあるのは「第 123条に規定する重要事

項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「介護従業者」と、第 35 条中「定期巡回・随時対応型

第 129条 第 10条、第 11条、第 13条、第 14条、第 23条、第 29条、

第 33 条の 2、第 35 条から第 37 条まで、第 39 条、第 41 条から第

42 条まで、第 60 条の 11、第 60 条の 16、第 60 条の 17第 1 項から

第 4項まで、第 100条、第 103条及び第 105条の規定は、指定認知

症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合におい

て、第 10条第 1項中「第 32条に規定する運営規程」とあるのは「第

123条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第 33条の 2第

2 項、第 35 条第 1 項並びに第 41 条の 2第 1 号及び第 3号中「定期
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訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第 60条の 11第

2 項中「この節」とあるのは「第 6 章第 4 節」と、第 60 条の 17 第

1 項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは

「認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「6月」

とあるのは「2 月」と、第 100 条中「小規模多機能型居宅介護従業

者」とあるのは「介護従業者」と、第 103条中「指定小規模多機能

型居宅介護事業者」とあるのは「指定認知症対応型共同生活介護事

業者」と読み替えるものとする。 

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」

と、第 60条の 11第 2項中「この節」とあるのは「第 6章第 4節」

と、第 60条の 16第 2項第 1号及び第 3号中「地域密着型通所介護

従業者」とあるのは「介護従業者」と、第 60条の 17第 1項中「地

域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対

応型共同生活介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは

「2 月」と、第 100 条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とある

のは「介護従業者」と、第 103条中「指定小規模多機能型居宅介護

事業者」とあるのは「指定認知症対応型共同生活介護事業者」と読

み替えるものとする。 

(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針) (指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針) 

第 139条 （略） 第 139条 （略） 

2から 5まで （略） 2から 5まで （略） 

6 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等

の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

6 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等

の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3 月

に 1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その

他の従業者に周知徹底を図ること。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を 3 月

に 1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その

他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2)及び(3) （略） (2)及び(3) （略） 

7 （略） 7 （略） 

(運営規程) (運営規程) 

第 146条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地

域密着型特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する規程を定めておかなければならない。 

第 146条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地

域密着型特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1)から(8)まで （略） (1)から(8)まで （略） 

 (9) 虐待の防止のための措置に関する事項 
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(9) （略） (10) （略） 

(勤務体制の確保等) (勤務体制の確保等) 

第 147条 （略） 第 147条 （略） 

2及び 3 （略） 2及び 3 （略） 

4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、地域密着型特

定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなけ

ればならない。 

4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、地域密着型特

定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなけ

ればならない。その際、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介

護事業者は、全ての地域密着型特定施設従業者(看護師、准看護師、

介護福祉士、介護支援専門員、法第 8条第 2項に規定する政令で定

める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、

認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を

講じなければならない。 

 5 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定地

域密着型特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場

において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動

であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより地域密着

型特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方

針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

(準用) (準用) 

第 150条 第 13条、第 14条、第 23条、第 29条、第 35条から第 39条

まで、第 41条、第 42条、第 60条の 11、第 60条の 15、第 60条の

16、第 60条の 17第 1項から第 4項まで及び第 100条の規定は、指

定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。こ

の場合において、第 35 条中「定期巡回・随時対応型介護看護従業

者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第 60条の 11第

2 項中「この節」とあるのは「第 7 章第 4 節」と、第 60 条の 17 第

1 項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは

第 150条 第 13条、第 14条、第 23条、第 29条、第 33条の 2、第 35条

から第 39条まで、第 41条から第 42条まで、第 60条の 11、第 60条

の 15、第 60条の 16、第 60条の 17第 1項から第 4項まで及び第 100条

の規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について

準用する。この場合において、第 33条の 2第 2項、第 35条第 1項

並びに第 41 条の 2 第 1 号及び第 3 号中「定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、

第 60条の 11第 2項中「この節」とあるのは「第 7章第 4節」と、
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「地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する者」

と、「6月」とあるのは「2月」と読み替えるものとする。 

第 60条の 16第 2項第 1号及び第 3号中「地域密着型通所介護従業

者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第 60条の 17第

1 項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは

「地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する者」

と、「6月」とあるのは「2月」と読み替えるものとする。 

(従業者の員数) (従業者の員数) 

第 152条 指定地域密着型介護老人福祉施設に置くべき従業者の員数

は、次のとおりとする。 

第 152条 指定地域密着型介護老人福祉施設に置くべき従業者の員数

は、次のとおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士又は

管理栄養士との連携を図ることにより当該指定地域密着型介護老

人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、

入所者の処遇に支障がないときは、第 4号の栄養士又は管理栄養士

を置かないことができる。 

(1)から(3)まで （略） (1)から(3)まで （略） 

(4) 栄養士 1以上 (4) 栄養士又は管理栄養士 1以上 

(5)及び(6) （略） (5)及び(6) （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定地域

密着型介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。

ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密

着型介護老人福祉施設(第 180 条に規定するユニット型指定地域密

着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。

以下この項において同じ。)にユニット型指定介護老人福祉施設(指

定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11年

厚生省令第 39号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第

38条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設をいう。以下この

項において同じ。)を併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉

施設及びユニット型指定介護老人福祉施設の介護職員及び看護職

3 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定地域

密着型介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。

ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。 
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員(指定介護老人福祉施設基準第 47条第 2項の規定に基づき配置さ

れる看護職員に限る。)又は指定地域密着型介護老人福祉施設にユ

ニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を併設する場合の指定

地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設の介護職員及び看護職員(第 189 条第 2 項の規定に基

づき配置される看護職員に限る。)を除き、入所者の処遇に支障が

ない場合は、この限りでない。 

4から 7まで （略） 4から 7まで （略） 

8 第 1 項第 2 号及び第 4 号から第 6 号までの規定にかかわらず、サ

テライト型居住施設の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は介

護支援専門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライ

ト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるとき

は、これを置かないことができる。 

8 第 1 項第 2 号及び第 4 号から第 6 号までの規定にかかわらず、サ

テライト型居住施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機

能訓練指導員又は介護支援専門員については、次に掲げる本体施設

の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員

により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われ

ると認められるときは、これを置かないことができる。 

(1) 指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設

 栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員 

(1) 指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設

 生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は

介護支援専門員 

(2) 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理学療法士、作業

療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員 

(2) 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士若しくは管理栄養士、

理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員 

(3) 病院 栄養士(病床数 100 以上の病院の場合に限る。)又は介

護支援専門員(指定介護療養型医療施設の場合に限る。) 

(3) 病院 栄養士若しくは管理栄養士(病床数 100以上の病院の場

合に限る。)又は介護支援専門員(指定介護療養型医療施設の場合

に限る。) 

(4) 介護医療院 栄養士又は介護支援専門員 (4) 介護医療院 栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員 

9から 12まで （略） 9から 12まで （略） 

13 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所(指定居

宅サービス等基準第 93 条第 1 項に規定する指定通所介護事業所を

いう。以下同じ。)、指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密

13 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所(指定居

宅サービス等基準第 93 条第 1 項に規定する指定通所介護事業所を

いう。以下同じ。)、指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密
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着型通所介護事業所又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業

を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービス基準条例

第 6条第 1項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護

の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される

事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員については、当該

指定地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士又は機能訓

練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認

められるときは、これを置かないことができる。 

着型通所介護事業所又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業

を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービス基準条例

第 6条第 1項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護

の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される

事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員については、当該

指定地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士若しくは管

理栄養士又は機能訓練指導員により当該事業所の利用者の処遇が

適切に行われると認められるときは、これを置かないことができ

る。 

14から 17まで （略） 14から 17まで （略） 

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針) (指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針) 

第 159条 （略） 第 159条 （略） 

2から 5まで （略） 2から 5まで （略） 

6 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

6 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3 月

に 1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その

他の従業者に周知徹底を図ること。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を 3 月

に 1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その

他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2)及び(3) （略） (2)及び(3) （略） 

7 （略） 7 （略） 

(地域密着型施設サービス計画の作成) (地域密着型施設サービス計画の作成) 

第 160条 （略） 第 160条 （略） 

2から 5まで （略） 2から 5まで （略） 

6 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入所者に対する

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たる

6 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入所者に対する

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たる
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他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行

う会議をいう。以下この章において同じ。)の開催、担当者に対す

る照会等により、当該地域密着型施設サービス計画の原案の内容に

ついて、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。 

他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行

う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。ただし、入所者又はその家族(以下この項において「入所者等」

という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用に

ついて当該入所者等の同意を得なければならない。)をいう。以下

この章において同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当

該地域密着型施設サービス計画の原案の内容について、担当者か

ら、専門的な見地からの意見を求めるものとする。 

7から 12まで （略） 7から 12まで （略） 

 (栄養管理) 

第 165 条の 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の栄養状

態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよ

う、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければなら

ない。 

 
(口腔

くう

衛生の管理) 

第 165 条の 3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の口腔の

健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口

腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管

理を計画的に行わなければならない。 

(運営規程) (運営規程) 

第 170条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運

営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならな

い。 

第 170条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運

営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならな

い。 

(1)から(7)まで （略） (1)から(7)まで （略） 

 (8) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(8) （略） (9) （略） 
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(勤務体制の確保等) (勤務体制の確保等) 

第 171条 （略） 第 171条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の

向上のための研修の機会を確保しなければならない。 

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の

向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該

指定地域密着型介護老人福祉施設は、全ての従業者(看護師、准看

護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第 8条第 2項に規定する政

令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)

に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な

措置を講じなければならない。 

4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切な指定地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護の提供を確保する観点から、職場にお

いて行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であ

って業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業

環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措

置を講じなければならない。 

(衛生管理等) (衛生管理等) 

第 173条 （略） 第 173条 （略） 

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該指定地域密着型介護老

人福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しない

ように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該指定地域密着型介護老

人福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しない

ように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食

中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を

おおむね 3月に 1回以上開催するとともに、その結果について、

介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(1) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食

中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テ

レビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をお

おむね 3月に 1回以上開催するとともに、その結果について、介

護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) （略） (2) （略） 
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(3) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設において、介護職員そ

の他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止

のための研修を定期的に実施すること。 

(3) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設において、介護職員そ

の他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止

のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓

練を定期的に実施すること。 

(4) （略） (4) （略） 

(事故発生の防止及び発生時の対応) (事故発生の防止及び発生時の対応) 

第 177条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、事故の発生又はその

再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならな

い。 

第 177条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、事故の発生又はその

再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならな

い。 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

(3) 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定

期的に行うこと。 

(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。)及び従業者に対する研修を定

期的に行うこと。 

 (4) 前 3 号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこ

と。 

2から 4まで （略） 2から 4まで （略） 

(準用) (準用) 

第 179条 第 10条、第 11条、第 13条、第 14条、第 23条、第 29条、

第 35条、第 37条、第 39条、第 42条、第 60条の 11、第 60条の 15及

び第 60条の 17第 1項から第 4項までの規定は、指定地域密着型介

護老人福祉施設について準用する。この場合において、第 10 条第

1項中「第 32条に規定する運営規程」とあるのは「第 170条に規定

する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「従業者」と、第 14 条第 1 項中「指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるの

は「入所の際に」と、同条第 2項中「指定居宅介護支援が利用者に

対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介

第 179条 第 10条、第 11条、第 13条、第 14条、第 23条、第 29条、

第 33条の 2、第 35条、第 37条、第 39条、第 41条の 2、第 42条、

第 60条の 11、第 60条の 15及び第 60条の 17第 1 項から第 4項ま

での規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。

この場合において、第 10条第 1項中「第 32条に規定する運営規程」

とあるのは「第 170条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、

第 33 条の 2 第 2 項、第 35 条第 1項並びに第 41 条の 2 第 1 号及び

第 3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは

「従業者」と、第 14 条第 1 項中「指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入所の際に」と、同
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護認定」とあるのは「要介護認定」と、第 35 条中「定期巡回・随

時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第 60 条

の 11第 2項中「この節」とあるのは「第 8章第 4節」と、第 60条

の 17 第 1 項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」と

あるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知

見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と読み替えるものと

する。 

条第 2項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等

の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要

介護認定」と、第 60条の 11第 2項中「この節」とあるのは「第 8章

第 4節」と、第 60条の 17第 1項中「地域密着型通所介護について

知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」

と読み替えるものとする。 

(設備) (設備) 

第 182条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準

は、次のとおりとする。 

第 182条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準

は、次のとおりとする。 

(1) ユニット (1) ユニット 

ア 居室 ア 居室 

(ア) （略） (ア) （略） 

(イ) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユ

ニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただ

し、1のユニットの入居定員は、おおむね 10人以下としなけ

ればならない。 

(イ) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユ

ニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただ

し、1のユニットの入居定員は、原則としておおむね 10人以

下とし、15人を超えないものとする。 

(ウ) 1の居室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。 (ウ) 1 の居室の床面積等は、10.65 平方メートル以上とする

こと。ただし、(ア)ただし書の場合にあっては、21.3平方メ

ートル以上とすること。 

a 10.65平方メートル以上とすること。ただし、(ア)ただし

書の場合にあっては、21.3平方メートル以上とすること。 

（削除） 

b ユニットに属さない居室を改修したものについては、入

居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔

てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても

差し支えない。 

（削除） 

(エ) （略） (エ) （略） 
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イからエまで （略） イからエまで （略） 

(2)から(5)まで （略） (2)から(5)まで （略） 

2 （略） 2 （略） 

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針) (指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針) 

第 184条 （略） 第 184条 （略） 

2から 7まで （略） 2から 7まで （略） 

8 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の

適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

8 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の

適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3 月

に 1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その

他の従業者に周知徹底を図ること。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を 3 月

に 1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その

他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2)及び(3) （略） (2)及び(3) （略） 

9 （略） 9 （略） 

(運営規程) (運営規程) 

第 188条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げ

る施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなけ

ればならない。 

第 188条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げ

る施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなけ

ればならない。 

(1)から(8)まで （略） (1)から(8)まで （略） 

 (9) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(9) （略） (10) （略） 

(勤務体制の確保等) (勤務体制の確保等) 

第 189条 （略） 第 189条 （略） 

2及び 3 （略） 2及び 3 （略） 

4 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者に対し、

その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 

4 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者に対し、

その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。そ
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の際、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、全ての

従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第 8条

第 2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに

類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講

させるために必要な措置を講じなければならない。 

5 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切な指定地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を確保する観点か

ら、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とし

た言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従

業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等

の必要な措置を講じなければならない。 

(準用) (準用) 

第 191条 第 10条、第 11条、第 13条、第 14条、第 23条、第 29条、

第 35条、第 37条、第 39条、第 42条、第 60条の 11、第 60条の 15、

第 60条の 17第 1項から第 4項まで、第 155条から第 157条まで、

第 160条、第 163条、第 165条から第 169条まで及び第 173条から

第 178条までの規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施

設について準用する。この場合において、第 10条第 1項中「第 32条

に規定する運営規程」とあるのは「第 188条に規定する重要事項に

関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」と

あるのは「従業者」と、第 14 条第 1 項中「指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入居の際に」

と、同条第 2項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われてい

ない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるの

は「要介護認定」と、第 35 条中「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「従業者」と、第 60条の 11第 2項中「こ

の節」とあるのは「第 8章第 5節」と、第 60条の 17第 1項中「地

域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着

第 191条 第 10条、第 11条、第 13条、第 14条、第 23条、第 29条、

第 33条の 2、第 35条、第 37条、第 39条、第 41条の 2、第 42条、

第 60条の 11、第 60条の 15、第 60条の 17第 1項から第 4項まで、

第 155条から第 157条まで、第 160条、第 163条、第 165条から第

169 条まで及び第 173 条から第 178 条までの規定は、ユニット型指

定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合におい

て、第 10条第 1項中「第 32条に規定する運営規程」とあるのは「第

188条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第 33条の 2第

2 項、第 35 条第 1 項並びに第 41 条の 2第 1 号及び第 3号中「定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、

第 14 条第 1 項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供

の開始に際し、」とあるのは「入居の際に」と、同条第 2 項中「指

定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であっ

て必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、

第 60条の 11第 2項中「この節」とあるのは「第 8章第 5節」と、

第 60条の 17第 1項中「地域密着型通所介護について知見を有する
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型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、

「6 月」とあるのは「2 月」と、第 169 条中「第 160 条」とあるの

は「第 191条において準用する第 160条」と、同条第 5号中「第 159条

第 5項」とあるのは「第 184条第 7項」と、同条第 6号中「第 179条」

とあるのは「第 191条」と、同条第 7号中「第 177条第 3項」とあ

るのは「第 191条において準用する第 177条第 3項」と、第 178条

第 2項第 2号中「第 157条第 2項」とあるのは「第 191条において

準用する第 157条第 2項」と、同項第 3号中「第 159条第 5項」と

あるのは「第 184条第 7項」と、同項第 4号及び第 5号中「次条」

とあるのは「第 191条」と、同項第 6号中「前条第 3項」とあるの

は「第 191条において準用する前条第 3項」と読み替えるものとす

る。 

者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護につ

いて知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と、第 169条

中「第 160条」とあるのは「第 191条において準用する第 160条」

と、同条第 5号中「第 159条第 5項」とあるのは「第 184条第 7項」

と、同条第 6号中「第 179条」とあるのは「第 191条」と、同条第

7 号中「第 177条第 3 項」とあるのは「第 191 条において準用する

第 177条第 3項」と、第 178条第 2項第 2号中「第 157条第 2項」

とあるのは「第 191条において準用する第 157条第 2項」と、同項

第 3号中「第 159条第 5項」とあるのは「第 184条第 7項」と、同

項第 4号及び第 5号中「次条」とあるのは「第 191条」と、同項第

6 号中「前条第 3 項」とあるのは「第 191 条において準用する前条

第 3項」と読み替えるものとする。 

(準用) (準用) 

第 204 条 第 10 条から第 14 条まで、第 21 条、第 23 条、第 29 条、

第 35条から第 39条まで、第 41条、第 42条、第 60条の 11、第 60条

の 13、第 60条の 16、第 60 条の 17、第 88 条から第 91条まで、第

94 条から第 96 条まで、第 98 条、第 99 条、第 101条から第 105 条

まで及び第 107条の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事

業について準用する。この場合において、第 10条第 1項中「第 32条

に規定する運営規程」とあるのは「第 204 条において準用する第

101条に規定する重要事項に関する規程」と、「定期巡回・随時対応

型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護

従業者」と、第 35 条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第 60条

の 11第 2項中「この節」とあるのは「第 9章第 4節」と、第 60条

の 13 中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多

機能型居宅介護従業者」と、第 60条の 17第 1項中「地域密着型通

所介護について知見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型

第 204 条 第 10 条から第 14 条まで、第 21 条、第 23 条、第 29 条、

第 33条の 2、第 35条から第 39条まで、第 41条から第 42条まで、

第 60条の 11、第 60条の 13、第 60条の 16、第 60条の 17、第 88条

から第 91 条まで、第 94 条から第 96 条まで、第 98 条、第 99 条、

第 101条から第 105条まで及び第 107条の規定は、指定看護小規模

多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第

10条第 1項中「第 32条に規定する運営規程」とあるのは「第 204条

において準用する第 101条に規定する重要事項に関する規程」と、

同項、第 33条の 2第 2項、第 35条第 1項並びに第 41条の 2第 1号

及び第 3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とある

のは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第 60条の 11第 2項

中「この節」とあるのは「第 9章第 4節」と、第 60条の 13第 3項

及び第 4項並びに第 60条の 16第 2項第 1号及び第 3号中「地域密

着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従

業者」と、第 60条の 17第 1項中「地域密着型通所介護について知
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居宅介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」

と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提

供回数等の活動状況」と、第 88 条中「第 83 条第 12 項」とあるの

は「第 193 条第 13 項」と、第 90 条及び第 98 条中「小規模多機能

型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業

者」と、第 107条中「第 83条第 6項の表の中欄」とあるのは「第 193条

第 7項各号」と読み替えるものとする。 

見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護について

知見を有する者」と、「6 月」とあるのは「2 月」と、「活動状況」

とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状

況」と、第 88条中「第 83条第 12項」とあるのは「第 193条第 13項」

と、第 90条及び第 98条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあ

るのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第 107条中「第

83条第 6項の表の中欄」とあるのは「第 193条第 7項各号」と読み

替えるものとする。 

 (電磁的記録等) 

第 205条 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービ

スの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののう

ち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、

正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識するこ

とができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条

において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの

(第 13条第 1項(第 60条、第 60条の 20、第 60条の 20の 3、第 60条

の 38、第 81条、第 109条、第 129条、第 150条、第 179条、第 191条

及び前条において準用する場合を含む。)、第 116条第 1項、第 137条

第 1項及び第 157条第 1項(第 191条において準用する場合を含む。)

並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、

当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知

覚によっては認識することができない方式で作られる記録であっ

て、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によ

り行うことができる。 

2 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提

供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類

するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定におい

て書面で行うことが規定されている又は想定されるものについて
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は、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法

(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することが

できない方法をいう。)によることができる。 

(委任) (委任) 

第 205条 （略） 第 206条 （略） 

    改正附則 

  (施行期日) 

 1 この条例は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

  (虐待の防止に係る経過措置) 

 2 この条例の施行の日から令和 6年 3月 31日までの間、この条例に

よる改正後の舞鶴市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定める条例(以下「新条例」という。)第 3条

第 3 項及び第 41 条の 2(新条例第 60 条、第 60 条の 20、第 60 条の

20の 3、第 60条の 38、第 81条、第 109条、第 129条、第 150条、

第 179 条、第 191 条及び第 204 条において準用する場合を含む。)

の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とある

のは、「講ずるように努めなければ」とし、新条例第 32条、第 56条、

第 60 条の 12(新条例第 60 条の 20 の 3 において準用する場合を含

む。)、第 60条の 34、第 74条、第 101条(新条例第 204条において

準用する場合を含む。)、第 123条、第 146条、第 170条及び第 188条

の規定の適用については、これらの規定中「次に」とあるのは「虐

待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよ

う努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐

待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。 

  (業務継続計画の策定等に係る経過措置) 

 3 この条例の施行の日から令和 6 年 3 月 31 日までの間、新条例第

33条の 2(新条例第 60条、第 60条の 20、第 60条の 20の 3、第 60条
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の 38、第 81条、第 109条、第 129条、第 150条、第 179条、第 191条

及び第 204 条において準用する場合を含む。)の規定の適用につい

ては、新条例第 33条の 2第 1項中「講じなければ」とあるのは「講

ずるよう努めなければ」と、同条第 2項中「実施しなければ」とあ

るのは「実施するよう努めなければ」と、同条第 3項中「行うもの

とする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。 

  (指定地域密着型サービス事業者における感染症の予防及びまん延

の防止のための措置に係る経過措置) 

 4 この条例の施行の日から令和 6 年 3 月 31 日までの間、新条例第

34 条第 3 項(新条例第 60 条において準用する場合を含む。)及び第

60条の 16第 2項(新条例第 60条の 20の 3、第 60条の 38、第 81条、

第 109条、第 129条、第 150条及び第 204条において準用する場合

を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなけれ

ば」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。 

  (認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置) 

 5 この条例の施行の日から令和 6 年 3 月 31 日までの間、新条例第

60条の 13第 3項(新条例第 60条の 20の 3、第 60条の 38、第 81条、

第 109 条及び第 204 条において準用する場合を含む。)、第 124 条

第 3項、第 147条第 4項、第 171条第 3項及び第 189条第 4項の規

定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、

「講ずるよう努めなければ」とする。 

  (ユニットの定員に係る経過措置) 

 6 この条例の施行の日以降、当分の間、新条例第 182条第 1項第 1号

ア(イ)の規定に基づき入居定員が 10 人を超えるユニットを整備す

るユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、新条例第 152条

第 1項第 3号ア及び第 189条第 2項の基準を満たすほか、ユニット

型指定地域密着型介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含め
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た介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職

員を配置するよう努めるものとする。 

 7 この条例の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成してい

るものを含み、この条例の施行の後に増築され、又は全面的に改築

された部分を除く。)の居室であって、この条例による改正前の舞

鶴市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例第 182 条第 1 項第 1 号ア(ウ)bの規定の要件を

満たしている居室については、なお従前の例による。 

  (栄養管理に係る経過措置) 

 8 この条例の施行の日から令和 6 年 3 月 31 日までの間、新条例第

165 条の 2(新条例第 191 条において準用する場合を含む。)の規定

の適用については、新条例第 165条の 2中「行わなければ」とある

のは、「行うよう努めなければ」とする。 

 
 (口腔

くう

衛生の管理に係る経過措置) 

 9 この条例の施行の日から令和 6 年 3 月 31 日までの間、新条例第

165 条の 3(新条例第 191 条において準用する場合を含む。)の規定

の適用については、新条例第 165条の 3中「行わなければ」とある

のは、「行うよう努めなければ」とする。 

  (事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置) 

 10 この条例の施行の日から起算して 6月を経過する日までの間、新

条例第 177条第1項(新条例第 191条において準用する場合を含む。)

の規定の適用については、同項中「次の各号に定める措置を講じな

ければ」とあるのは、「次の第 1 号から第 3 号までに定める措置を

講ずるとともに、次の第 4号に定める措置を講ずるよう努めなけれ

ば」とする。 

  (指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症の予防及びまん
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延の防止のための訓練に係る経過措置) 

 11 この条例の施行の日から令和 6 年 3 月 31 日までの間、新条例第

173条第 2項第 3号(新条例第 191条において準用する場合を含む。)

の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設は、その介

護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延

の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及

びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるもの

とする。 
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舞鶴市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る 

介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準等を定める条例旧新対照表 

旧 新 

目次 目次 

第 1章 総則(第 1条―第 4条) 第 1章 総則(第 1条―第 4条) 

第 2章 介護予防認知症対応型通所介護 第 2章 介護予防認知症対応型通所介護 

第 1節 基本方針(第 5条) 第 1節 基本方針(第 5条) 

第 2節 人員及び設備に関する基準 第 2節 人員及び設備に関する基準 

第 1款 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護及び併設型

指定介護予防認知症対応型通所介護(第 6条―第 8条) 

第 1款 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護及び併設型

指定介護予防認知症対応型通所介護(第 6条―第 8条) 

第 2 款 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護(第 9 条―

第 11条) 

第 2 款 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護(第 9 条―

第 11条) 

第 3節 運営に関する基準(第 12条―第 41条) 第 3節 運営に関する基準(第 12条―第 41条) 

第 4 節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第

42条・第 43条) 

第 4 節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第 

42条・第 43条) 

第 3章 介護予防小規模多機能型居宅介護 第 3章 介護予防小規模多機能型居宅介護 

第 1節 基本方針(第 44条) 第 1節 基本方針(第 44条) 

第 2節 人員に関する基準(第 45条―第 47条) 第 2節 人員に関する基準(第 45条―第 47条) 

第 3節 設備に関する基準(第 48条・第 49条) 第 3節 設備に関する基準(第 48条・第 49条) 

第 4節 運営に関する基準(第 50条―第 66条) 第 4節 運営に関する基準(第 50条―第 66条) 

第 5 節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第

67条―第 70条) 

第 5 節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第

67条―第 70条) 

第 4章 介護予防認知症対応型共同生活介護 第 4章 介護予防認知症対応型共同生活介護 

第 1節 基本方針(第 71条) 第 1節 基本方針(第 71条) 

第 2節 人員に関する基準(第 72条―第 74条) 第 2節 人員に関する基準(第 72条―第 74条) 

第 3節 設備に関する基準(第 75条) 第 3節 設備に関する基準(第 75条) 
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第 4節 運営に関する基準(第 76条―第 87条) 第 4節 運営に関する基準(第 76条―第 87条) 

第 5 節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第

88条―第 91条) 

第 5 節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第

88条―第 91条) 

第 5章 雑則(第 92条) 第 5章 雑則(第 92条・第 93条) 

附則 附則 

(定義) (定義) 

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

(1) 地域密着型介護予防サービス事業者 法第 8条の 2第 14項に

規定する地域密着型介護予防サービス事業を行う者をいう。 

(1) 地域密着型介護予防サービス事業者 法第 8条の 2第 12項に

規定する地域密着型介護予防サービス事業を行う者をいう。 

(2)から(6)まで （略） (2)から(6)まで （略） 

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則) (指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則) 

第 3条 （略） 第 3条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

 3 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、

虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業

者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

 4 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護

予防サービスを提供するに当たっては、法第 118条の 2第 1項に規

定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有

効に行うよう努めなければならない。 

(従業者の員数) (従業者の員数) 

第 9 条 指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型サー

ビス基準条例第 111条第 1項に規定する指定認知症対応型共同生活

介護事業所をいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業所(第 72条第 1項に規定する指定介護予防認知

第 9 条 指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型サー

ビス基準条例第 111条第 1項に規定する指定認知症対応型共同生活

介護事業所をいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業所(第 72条第 1項に規定する指定介護予防認知
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症対応型共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。)の居間

若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設(指定地域密着型サービ

ス基準条例第 130条第 1項に規定する指定地域密着型特定施設をい

う。次条及び第 45条第 6項において同じ。)若しくは指定地域密着

型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準条例第 151 条第

1 項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。次条及び

第 45条第 6項において同じ。)の食堂若しくは共同生活室において、

これらの事業所又は施設の利用者、入居者又は入所者とともに行う

指定介護予防認知症対応型通所介護(以下「共用型指定介護予防認

知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者(以下「共用型指定

介護予防認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行

う事業所(以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」

という。)に置くべき従業者の員数は、当該利用者、当該入居者又

は当該入所者の数と当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護の利用者(当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

が共用型指定認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型サービ

ス基準条例第 65 条第 1 項に規定する共用型指定認知症対応型通所

介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、共用

型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と共用型指定認知症

対応型通所介護(同項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護

をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合にあっては、当該事業所における共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護又は共用型指定認知症対応型通所介護

の利用者。次条において同じ。)の数を合計した数について、第 72条

又は指定地域密着型サービス基準条例第 111条、第 131条若しくは

第 152条の規定を満たすために必要な数以上とする。 

症対応型共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。)の居間

若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設(指定地域密着型サービ

ス基準条例第 130条第 1項に規定する指定地域密着型特定施設をい

う。次条及び第 45条第 6項において同じ。)若しくは指定地域密着

型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準条例第 151 条第

1 項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。次条及び

第 45条第 6項において同じ。)の食堂若しくは共同生活室において、

これらの事業所又は施設(第 11条第 1項において「本体事業所等」

という。)の利用者、入居者又は入所者とともに行う指定介護予防

認知症対応型通所介護(以下「共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護」という。)の事業を行う者(以下「共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下

「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」という。)に

置くべき従業者の員数は、当該利用者、当該入居者又は当該入所者

の数と当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者(当

該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が共用型指定

認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第

65条第1項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業者をい

う。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、共用型指定介護予防

認知症対応型通所介護の事業と共用型指定認知症対応型通所介護

(同項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護をいう。以下同

じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場

合にあっては、当該事業所における共用型指定介護予防認知症対応

型通所介護又は共用型指定認知症対応型通所介護の利用者。次条に

おいて同じ。)の数を合計した数について、第 72条又は指定地域密

着型サービス基準条例第 111条、第 131条若しくは第 152条の規定

を満たすために必要な数以上とする。 

2 （略） 2 （略） 
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(利用定員等) (利用定員等) 

第 10条 （略） 第 10条 （略） 

2 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サ

ービス(法第 41 条第 1 項に規定する指定居宅サービスをいう。)、

指定地域密着型サービス(法第 42条の 2第 1項に規定する指定地域

密着型サービスをいう。)、指定居宅介護支援(法第 46 条第 1 項に

規定する指定居宅介護支援をいう。)、指定介護予防サービス(法第

53 条第 1 項に規定する指定介護予防サービスをいう。)、指定地域

密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援(法第 58 条第

1項に規定する指定介護予防支援をいう。)の事業又は介護保険施設

(法第 8 条第 25 項に規定する介護保険施設をいう。)若しくは指定

介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成

18年法律第 83号)附則第 130条の 2第 1項の規定によりなおその効

力を有するものとされた同法第 26 条の規定による改正前の法第

48 条第 1 項第 3 号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。第

45 条第 6 項において同じ。)の運営(第 45条第 7 項において「指定

居宅サービス事業等」という。)について 3 年以上の経験を有する

者でなければならない。 

2 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サ

ービス(法第 41 条第 1 項に規定する指定居宅サービスをいう。)、

指定地域密着型サービス(法第 42条の 2第 1項に規定する指定地域

密着型サービスをいう。)、指定居宅介護支援(法第 46 条第 1 項に

規定する指定居宅介護支援をいう。)、指定介護予防サービス(法第

53 条第 1 項に規定する指定介護予防サービスをいう。)、指定地域

密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援(法第 58 条第

1項に規定する指定介護予防支援をいう。)の事業又は介護保険施設

(法第 8 条第 25 項に規定する介護保険施設をいう。)若しくは指定

介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成

18年法律第 83号)附則第 130条の 2第 1項の規定によりなおその効

力を有するものとされた同法第 26 条の規定による改正前の法第

48 条第 1 項第 3 号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。第

45条第 6項において同じ。)の運営(第 45条第 7項及び第 72条第 9項

において「指定居宅サービス事業等」という。)について 3 年以上

の経験を有する者でなければならない。 

(管理者) (管理者) 

第 11 条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、共用

型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務

に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共用型

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場

合は、当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の

職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に

従事することができるものとする。 

第 11 条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、共用

型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務

に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共用型

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場

合は、当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の

職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に

従事することができるものとする。なお、共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指

定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、か
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つ、同一敷地内にある他の本体事業所等の職務に従事することとし

ても差し支えない。 

2 （略） 2 （略） 

(運営規程) (運営規程) 

第 28 条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予

防認知症対応型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営につ

いての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」と

いう。)を定めておかなければならない。 

第 28 条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予

防認知症対応型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営につ

いての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」と

いう。)を定めておかなければならない。 

(1)から(9)まで （略） (1)から(9)まで （略） 

 (10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(10) （略） (11) （略） 

(勤務体制の確保等) (勤務体制の確保等) 

第 29条 （略） 第 29条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防認知症対

応型通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保

しなければならない。 

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防認知症対

応型通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保

しなければならない。その際、当該指定介護予防認知症対応型通所

介護事業者は、全ての介護予防認知症対応型通所介護従業者(看護

師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第 8条第 2項に規

定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者

を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるた

めに必要な措置を講じなければならない。 

4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、適切な指定介護予

防認知症対応型通所介護の提供を確保する観点から、職場において

行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって

業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防認知症対

応型通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための
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方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 (業務継続計画の策定等) 

第 29条の 2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、感染症や

非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防認知症対

応型通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制

で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)

を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければなら

ない。 

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防認知症対

応型通所介護従業者に対し、業務継続計画について周知するととも

に、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、定期的に業務継続

計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うもの

とする。 

(非常災害対策) (非常災害対策) 

第 31条 （略） 第 31条 （略） 

 2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する訓

練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めな

ければならない。 

(衛生管理等) (衛生管理等) 

第 32条 （略） 第 32条 （略） 

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該指定介護予防

認知症対応型通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延

しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該指定介護予防

認知症対応型通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延

しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染

症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレ

ビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」と
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いう。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね 6月

に 1回以上開催するとともに、その結果について、介護予防認知

症対応型通所介護従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染

症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

 (3) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、介

護予防認知症対応型通所介護従業者に対し、感染症の予防及びま

ん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

(掲示) (掲示) 

第 33条 （略） 第 33条 （略） 

 2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する事

項を記載した書面を当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業

所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させるこ

とにより、同項の規定による掲示に代えることができる。 

 (虐待の防止) 

第 38条の 2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、虐待の発

生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなけ

ればならない。 

(1) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待

の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。)を定期的に開催するととも

に、その結果について、介護予防認知症対応型通所介護従業者に

周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待

の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、介

護予防認知症対応型通所介護従業者に対し、虐待の防止のための
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研修を定期的に実施すること。 

(4) 前 3 号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこ

と。 

(地域との連携等) (地域との連携等) 

第 40 条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予

防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家

族、地域住民の代表者、市の職員又は当該指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第 115条の 46第1項

に規定する地域包括支援センターの職員、介護予防認知症対応型通

所介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下こ

の項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね 6 月

に 1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議

による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言

等を聴く機会を設けなければならない。 

第 40 条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予

防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家

族、地域住民の代表者、市の職員又は当該指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第 115条の 46第1項

に規定する地域包括支援センターの職員、介護予防認知症対応型通

所介護について知見を有する者等により構成される協議会(テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用

者又はその家族(以下この項及び第 50条において「利用者等」とい

う。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用につい

て当該利用者等の同意を得なければならない。)(以下この項におい

て「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね 6月に 1回以上、

運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を

受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会

を設けなければならない。 

2から 5まで （略） 2から 5まで （略） 

(従業者の員数等) (従業者の員数等) 

第 45条 （略） 第 45条 （略） 

2から 5まで （略） 2から 5まで （略） 

6 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関す

る基準を満たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほ

か、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者

を置いているときは、同表の右欄に掲げる当該介護予防小規模多機

能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事す

6 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関す

る基準を満たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほ

か、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者

を置いているときは、同表の右欄に掲げる当該介護予防小規模多機

能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事す
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ることができる。 ることができる。 

当該指定介護予防

小規模多機能型居

宅介護事業所に中

欄に掲げる施設等

のいずれかが併設

されている場合 

指定認知症対応型共同生活介護事業

所、指定地域密着型特定施設、指定地

域密着型介護老人福祉施設、指定介護

療養型医療施設(医療法(昭和 23 年法

律第 205号)第 7条第 2項第 4号に規定

する療養病床を有する診療所であるも

のに 

介護職員 

 限る。)又は介護医療院  

当該指定介護予防 前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サ 看護師又 

小規模多機能型居

宅介護事業所の同

一敷地内に中欄に

掲げる施設等のい

ずれかがある場合 

ービスの事業を行う事業所、指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、

指定地域密着型通所介護事業所、指定

認知症対応型通所介護事業所、指定介

護老人福祉施設又は介護老人保健施設 

は准看護

師 

 

当該指定介護予防

小規模多機能型居

宅介護事業所に中

欄に掲げる施設等

のいずれかが併設

されている場合 

指定認知症対応型共同生活介護事業

所、指定地域密着型特定施設、指定地

域密着型介護老人福祉施設、指定介護

老人福祉施設、介護老人保健施設、指

定介護療養型医療施設(医療法(昭和

23年法律第 205号)第 7条第 2項第 4号

に 規 

介護職員 

 定する療養病床を有する診療所である

ものに限る。)又は介護医療院 

 

当該指定介護予防

小規模多機能型居

宅介護事業所の同

一敷地内に中欄に

掲げる施設等のい

ずれかがある場合 

前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サ

ービスの事業を行う事業所、指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、

指定地域密着型通所介護事業所又は指

定認知症対応型通所介護事業所 

看護師又

は准看護

師 

 

7 第 1 項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に

関する事業について 3年以上の経験を有する指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業

者(指定地域密着型サービス基準条例第 193 条第 1 項に規定する指

定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)により設置される

当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所(同項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所をいう。)であって当該指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所に対して指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に

7 第 1 項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に

関する事業について 3年以上の経験を有する指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業

者(指定地域密着型サービス基準条例第 193 条第 1 項に規定する指

定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)により設置される

当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所(同項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所をいう。)であって当該指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所に対して指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に
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係る支援を行うもの(以下「本体事業所」という。)との密接な連携

の下に運営されるものをいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービ

スの提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者につい

ては、本体事業所の職員により当該サテライト型指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認

められるときは、1人以上とすることができる。 

係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)

との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)に置く

べき訪問サービスの提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介

護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切

に行われると認められるときは、1人以上とすることができる。 

8から 13まで （略） 8から 13まで （略） 

(管理者) (管理者) 

第 46条 （略） 第 46条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 前 2 項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセン

ター(老人福祉法第 20条の 2の 2に規定する老人デイサービスセン

ターをいう。以下同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院、指定

認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(指

定地域密着型サービス基準条例第 195条に規定する指定複合型サー

ビス事業所をいう。次条において同じ。)、指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員等(介護福祉士又

は法第 8条第 2項に規定する政令で定める者をいう。次条、第 73条

第 2項及び第 74条において同じ。)として 3年以上認知症である者

の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定

める研修を修了しているものでなければならない。 

3 前 2 項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセン

ター(老人福祉法第 20条の 2の 2に規定する老人デイサービスセン

ターをいう。以下同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院、指定

認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(指

定地域密着型サービス基準条例第 195条に規定する指定複合型サー

ビス事業所をいう。次条において同じ。)、指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員等(介護福祉士又

は法第 8条第 2項に規定する政令で定める者をいう。次条、第 73条

第 3項及び第 74条において同じ。)として 3年以上認知症である者

の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定

める研修を修了しているものでなければならない。 

(心身の状況等の把握) (心身の状況等の把握) 

第 50 条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護

予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護支援専門員

(第 45 条第 12 項の規定により、介護支援専門員を配置していない

サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっ

ては、本体事業所の介護支援専門員。以下この条及び第 68 条にお

第 50 条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護

予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護支援専門員

(第 45 条第 12 項の規定により、介護支援専門員を配置していない

サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっ

ては、本体事業所の介護支援専門員。以下この条及び第 68 条にお
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いて同じ。)が開催するサービス担当者会議(介護支援専門員が指定

介護予防サービス等の利用に係る計画の作成のために指定介護予

防サービス等の利用に係る計画の原案に位置付けた指定介護予防

サービス等の担当者を招集して行う会議をいう。)等を通じて、利

用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス

又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

いて同じ。)が開催するサービス担当者会議(介護支援専門員が指定

介護予防サービス等の利用に係る計画の作成のために指定介護予

防サービス等の利用に係る計画の原案に位置付けた指定介護予防

サービス等の担当者を招集して行う会議(テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場

合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同

意を得なければならない。)をいう。)等を通じて、利用者の心身の

状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サー

ビスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

(運営規程) (運営規程) 

第 58 条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営

についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

第 58 条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営

についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1)から(9)まで （略） (1)から(9)まで （略） 

 (10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(10) （略） (11) （略） 

(定員の遵守) (定員の遵守) 

第 59条 （略） 第 59条 （略） 

 2 前項本文の規定にかかわらず、過疎地域その他これに類する地域

において、地域の実情により当該地域における指定介護予防小規模

多機能型居宅介護の効率的運営に必要であると市が認めた場合は、

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、市が認めた日から

市介護保険事業計画(法第 117 条第 1 項に規定する市町村介護保険

事業計画をいう。以下この項において同じ。)の終期まで(市が次期

の市介護保険事業計画を作成するに当たって、新規に代替サービス

を整備するよりも既存の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所を活用することがより効率的であると認めた場合にあっては、
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次期の市介護保険事業計画の終期まで)に限り、登録定員並びに通

いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定介護予防小

規模多機能型居宅介護の提供を行うことができる。 

(準用) (準用) 

第 66条 第 12条から第 16条まで、第 22条、第 24条、第 25条、第

27条、第 29条、第 32条から第 37条まで、第 38条(第 4項を除く。)

から第 40 条までの規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護

の事業について準用する。この場合において、第 12条第 1項中「第

28 条に規定する運営規程」とあるのは「第 58 条に規定する重要事

項に関する規程」と、「介護予防認知症対応型通所介護従業者」と

あるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と、第 27 条

第 2項中「この節」とあるのは「第 3章第 4節」と、第 29条第 3項

及び第 33 条中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるの

は「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と、第 40 条第 1 項

中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあ

るのは「介護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する

者」と、「6月」とあるのは「2月」と、「活動状況」とあるのは「通

いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替え

るものとする。 

第 66条 第 12条から第 16条まで、第 22条、第 24条、第 25条、第

27条、第 29条、第 29条の 2、第 32条から第 40条まで(第 38条第

4項を除く。)の規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事

業について準用する。この場合において、第 12条第 1項中「第 28条

に規定する運営規程」とあるのは「第 58 条に規定する重要事項に

関する規程」と、同項、第 29条第 3項及び第 4項、第 29条の 2第

2項、第 32条第 2項第 1号及び第 3号、第 33条第 1項並びに第 38条

の 2第 1号及び第 3号中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」

とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と、第 27条

第 2項中「この節」とあるのは「第 3章第 4節」と、第 40条第 1項

中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあ

るのは「介護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する

者」と、「6月」とあるのは「2月」と、「活動状況」とあるのは「通

いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替え

るものとする。 

(従業者の員数) (従業者の員数) 

第 72条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以

下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」という。)が

当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防認知症対応型

共同生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護従業者」という。)

の員数は、当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深

夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同生活介

護の提供に当たる介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住

第 72条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以

下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」という。)が

当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防認知症対応型

共同生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護従業者」という。)

の員数は、当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深

夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同生活介

護の提供に当たる介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住
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居の利用者(当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が

指定認知症対応型共同生活介護事業者(指定地域密着型サービス基

準条例第 111条第 1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事

業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予

防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活

介護(指定地域密着型サービス基準条例第 110 条に規定する指定認

知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所

における指定介護予防認知症対応型共同生活介護又は指定認知症

対応型共同生活介護の利用者。以下この条及び第 75 条において同

じ。)の数が 3 又はその端数を増すごとに 1 以上とするほか、夜間

及び深夜の時間帯を通じて 1以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤

務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をい

う。)を行わせるために必要な数以上とする。 

居の利用者(当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が

指定認知症対応型共同生活介護事業者(指定地域密着型サービス基

準条例第 111条第 1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事

業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予

防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活

介護(指定地域密着型サービス基準条例第 110 条に規定する指定認

知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所

における指定介護予防認知症対応型共同生活介護又は指定認知症

対応型共同生活介護の利用者。以下この条及び第 75 条において同

じ。)の数が 3 又はその端数を増すごとに 1 以上とするほか、夜間

及び深夜の時間帯を通じて 1以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤

務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をい

う。以下この項において同じ。)を行わせるために必要な数以上と

する。ただし、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所

の有する共同生活住居の数が 3である場合において、当該共同生活

住居が全て同一の階において隣接し、介護従業者が円滑な利用者の

状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合で

あって、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者による

安全対策が講じられ、利用者の安全性が確保されていると認められ

るときは、夜間及び深夜の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は、夜間及び深夜

の時間帯を通じて 2以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わ

せるために必要な数以上とすることができる。 

2から 4まで （略） 2から 4まで （略） 

5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居

ごとに、保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作

成に関し知識及び経験を有する者であって介護予防認知症対応型

5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防

認知症対応型共同生活介護事業所ごとに、保健医療サービス又は福

祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する
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共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められるもの

を専らその職務に従事する計画作成担当者としなければならない。

ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該共同生活住居にお

ける他の職務に従事することができるものとする。 

者であって介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当

させるのに適当と認められるものを専らその職務に従事する計画

作成担当者としなければならない。ただし、利用者の処遇に支障が

ない場合は、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に

おける他の職務に従事することができるものとする。 

6から 8まで （略） 6から 8まで （略） 

 9 第 7 項本文の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業所(指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又

は福祉に関する事業について 3年以上の経験を有する指定介護予防

認知症対応型共同生活介護事業者により設置される当該指定介護

予防認知症対応型共同生活介護事業所以外の指定介護予防認知症

対応型共同生活介護事業所であって当該指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業所に対して指定介護予防認知症対応型共同生

活介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事

業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以

下同じ。)については、介護支援専門員である計画作成担当者に代

えて、第 6項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者を

置くことができる。 

9 （略） 10 （略） 

10 （略） 11 （略） 

(管理者) (管理者) 

第 73条 （略） 第 73条 （略） 

 2 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない

場合は、サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

所における共同生活住居の管理者は、本体事業所における共同生活

住居の管理者をもって充てることができる。 
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2 （略） 3 （略） 

第 75 条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生

活住居を有するものとし、その数は 1又は 2とする。ただし、指定

介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に係る用地の確保が困

難であることその他地域の実情により指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所の効率的運営に必要と認められる場合は、1 の

事業所における共同生活住居の数を 3とすることができる。 

第 75 条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生

活住居を有するものとし、その数は 1 以上 3 以下(サテライト型指

定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、1又は 2)

とする。 

2から 7まで （略） 2から 7まで （略） 

(身体的拘束等の禁止) (身体的拘束等の禁止) 

第 79条 （略） 第 79条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等

の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等

の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3 月

に 1回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者そ

の他の従業者に周知徹底を図ること。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を 3 月

に 1回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者そ

の他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2)及び(3) （略） (2)及び(3) （略） 

(管理者による管理) (管理者による管理) 

第 80 条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅

サービス、指定地域密着型サービス、指定介護予防サービス若しく

は地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所、病院、診療所

又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これ

らの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により当該共同生活

住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。 

第 80 条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅

サービス、指定地域密着型サービス、指定介護予防サービス若しく

は地域密着型介護予防サービス(サテライト型指定介護予防認知症

対応型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供する指定介

護予防認知症対応型共同生活介護を除く。)の事業を行う事業所、

病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。

ただし、これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により

当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。 
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(運営規程) (運営規程) 

第 81 条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生

活住居ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する

規程を定めておかなければならない。 

第 81 条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生

活住居ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する

規程を定めておかなければならない。 

(1)から(6)まで （略） (1)から(6)まで （略） 

 (7) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(7) （略） (8) （略） 

(勤務体制の確保等) (勤務体制の確保等) 

第 82条 （略） 第 82条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、介護従業者の

資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、介護従業者の

資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

その際、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、全

ての介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、

法第 8条第 2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その

他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研

修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、適切な指定介

護予防認知症対応型共同生活介護の提供を確保する観点から、職場

において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動

であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護従業

者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の

必要な措置を講じなければならない。 

(準用) (準用) 

第 87条 第 12条、第 13条、第 15条、第 16条、第 24条、第 25条、

第 27条、第 32条から第 35条まで、第 37条、第 38条(第 4項を除

く。)、第 39 条、第 40 条(第 5 項を除く。)、第 57 条、第 60 条及

第 87条 第 12条、第 13条、第 15条、第 16条、第 24条、第 25条、

第 27条、第 29条の 2、第 32条から第 35条まで、第 37条から第 40条

まで(第 38条第 4項及び第 40条第 5項を除く。)、第 57条、第 60条
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び第 62 条の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事

業について準用する。この場合において、第 12条第 1項中「第 28条

に規定する運営規程」とあるのは「第 81 条に規定する重要事項に

関する規程」と、「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とある

のは「介護従業者」と、第 27条第 2項中「この節」とあるのは「第

4章第 4節」と、第 33条中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」

とあるのは「介護従業者」と、第 40 条第 1 項中「介護予防認知症

対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防認

知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「6月」とあ

るのは「2月」と、第 57条中「介護予防小規模多機能型居宅介護従

業者」とあるのは「介護従業者」と、第 60 条中「指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者」と読み替えるものとする。 

及び第 62 条の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の

事業について準用する。この場合において、第12条第 1項中「第 28条

に規定する運営規程」とあるのは「第 81 条に規定する重要事項に

関する規程」と、同項、第 29条の 2第 2項、第 32条第 2項第 1号

及び第 3号、第 33条第 1項並びに第 38条の 2第 1号及び第 3号中

「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」

と、第 27 条第 2 項中「この節」とあるのは「第 4 章第 4 節」と、

第 40 条第 1 項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を

有する者」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護につい

て知見を有する者」と、「6 月」とあるのは「2 月」と、第 57 条中

「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業

者」と、第 60条中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」

とあるのは「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」と読

み替えるものとする。 

(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本取扱方針) (指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本取扱方針) 

第 88条 （略） 第 88条 （略） 

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供

する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うと

ともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公

表し、常にその改善を図らなければならない。 

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供

する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うと

ともに、定期的に次に掲げるいずれかの評価を受けて、それらの結

果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 

 (1) 外部の者による評価 

 (2) 前条において準用する第 40条第 1項に規定する運営推進会議

における評価 

3から 5まで （略） 3から 5まで （略） 

 (電磁的記録等) 

第 92 条 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着

型介護予防サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これら
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に類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、

文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚

によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体

物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されてい

る又は想定されるもの(第 15 条第 1 項(第 66 条及び第 87 条におい

て準用する場合を含む。)及び第 77条第 1項並びに次項に規定する

ものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的

記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。 

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護

予防サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その他

これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の

規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるも

のについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、

電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識

することができない方法をいう。)によることができる。 

(委任) (委任) 

第 92条 （略） 第 93条 （略） 

    改正附則 

  (施行期日) 

 1 この条例は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

  (虐待の防止に係る経過措置) 

 2 この条例の施行の日から令和 6年 3月 31日までの間、この条例に

よる改正後の舞鶴市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介

護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準等を定める条
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例(以下「新条例」という。)第 3 条第 3項及び第 38 条の 2(新条例

第 66 条及び第 87 条において準用する場合を含む。)の規定の適用

については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ず

るように努めなければ」とし、新条例第 28条、第 58条及び第 81条

の規定の適用については、これらの規定中「次に」とあるのは「虐

待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよ

う努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐

待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。 

  (業務継続計画の策定等に係る経過措置) 

 3 この条例の施行の日から令和 6 年 3 月 31 日までの間、新条例第

29条の 2(新条例第 66条及び第 87条において準用する場合を含む。)

の規定の適用については、新条例第 29 条の 2 第 1 項中「講じなけ

れば」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第 2項中「実

施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条

第 3項中「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとす

る」とする。 

  (指定地域密着型介護予防サービス事業者における感染症の予防及

びまん延の防止のための措置に係る経過措置) 

 4 この条例の施行の日から令和 6 年 3 月 31 日までの間、新条例第

32 条第 2 項(新条例第 66条及び第 87 条において準用する場合を含

む。)の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるの

は、「講ずるよう努めなければ」とする。 

  (認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置) 

 5 この条例の施行の日から令和 6 年 3 月 31 日までの間、新条例第

29 条第 3 項(新条例第 66 条において準用する場合を含む。)及び第

82条第 3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなけれ

ば」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。 
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      舞鶴市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援 

の方法に関する基準等を定める条例旧新対照表 

旧 新 

目次 目次 

第 1章 総則(第 1条―第 3条) 第 1章 総則(第 1条―第 3条) 

第 2章 人員に関する基準(第 4条・第 5条) 第 2章 人員に関する基準(第 4条・第 5条) 

第 3章 運営に関する基準(第 6条―第 30条) 第 3章 運営に関する基準(第 6条―第 30条) 

第 4 章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第

31条―第 33条) 

第 4 章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第

31条―第 33条) 

第 5章 基準該当介護予防支援に関する基準(第 34条) 第 5章 基準該当介護予防支援に関する基準(第 34条) 

第 6章 雑則(第 35条) 第 6章 雑則(第 35条・第 36条) 

附則 附則 

(基本方針) (基本方針) 

第 2条 （略） 第 2条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 指定介護予防支援事業者(法第 58 条第 1 項に規定する指定介護予

防支援事業者をいう。以下同じ。)は、指定介護予防支援の提供に

当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に

立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等(法第 8 条の

2 第 18 項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)

が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密

着型介護予防サービス事業者(以下「介護予防サービス事業者等」

という。)に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなけれ

ばならない。 

3 指定介護予防支援事業者(法第 58 条第 1 項に規定する指定介護予

防支援事業者をいう。以下同じ。)は、指定介護予防支援の提供に

当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に

立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等(法第 8 条の

2 第 16 項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)

が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密

着型介護予防サービス事業者(以下「介護予防サービス事業者等」

という。)に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなけれ

ばならない。 

4 （略） 4 （略） 

 5 指定介護予防支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等

のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研
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修を実施する等の措置を講じなければならない。 

 6 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を提供するに当た

っては、法第 118条の 2第 1項に規定する介護保険等関連情報その

他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければなら

ない。 

(運営規程) (運営規程) 

第 19 条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごと

に、事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」

という。)として次に掲げる事項を定めるものとする。 

第 19 条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごと

に、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下

「運営規程」という。)を定めるものとする。 

(1)から(5)まで （略） (1)から(5)まで （略） 

 (6) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(6) （略） (7) （略） 

(勤務体制の確保等) (勤務体制の確保等) 

第 20条 （略） 第 20条 （略） 

2及び 3 （略） 2及び 3 （略） 

 4 指定介護予防支援事業者は、適切な指定介護予防支援の提供を確

保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関

係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えた

ものにより担当職員の就業環境が害されることを防止するための

方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 (業務継続計画の策定等) 

第 20条の 2 指定介護予防支援事業者は、感染症や非常災害の発生時

において、利用者に対する指定介護予防支援の提供を継続的に実施

するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従

い必要な措置を講じなければならない。 

2 指定介護予防支援事業者は、担当職員に対し、業務継続計画につ

いて周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなけ
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ればならない。 

3 指定介護予防支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行

い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

 (感染症の予防及びまん延の防止のための措置) 

第 22条の 2 指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援事業

所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に

掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん

延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他

の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して

行うことができるものとする。)をおおむね 6 月に 1 回以上開催

するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図るこ

と。 

(2) 当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん

延の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定介護予防支援事業所において、担当職員に対し、感

染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に

実施すること。 

(掲示) (掲示) 

第 23条 （略） 第 23条 （略） 

 2 指定介護予防支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面

を当該指定介護予防支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも

関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代

えることができる。 

 (虐待の防止) 

第 28条の 2 指定介護予防支援事業者は、虐待の発生又はその再発を

防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定介護予防支援事業所における虐待の防止のための対

策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことがで
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きるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果につ

いて、担当職員に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定介護予防支援事業所における虐待の防止のための指

針を整備すること。 

(3) 当該指定介護予防支援事業所において、担当職員に対し、虐

待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

(4) 前 3 号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこ

と。 

(記録の整備) (記録の整備) 

第 30条 （略） 第 30条 （略） 

2 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の

提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から

5年間保存しなければならない。 

2 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の

提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から

5年間保存しなければならない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した介護予防支援

台帳 

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した介護予防支援

台帳 

ア 介護予防サービス計画 ア 介護予防サービス計画 

イ 第 32条第 7号に規定するアセスメントの結果の記録 イ 第 32条第 7号に規定するアセスメントの結果の記録 

ウ 第 32条第 9号に規定するサービス担当者会議等の記録 ウ 第 32条第 9号に規定するサービス担当者会議等の記録 

エ 第 32条第 15号に規定する評価の結果の記録 エ 第 32条第 16号に規定する評価の結果の記録 

オ 第 32条第 16号に規定するモニタリングの結果の記録 オ 第 32条第 17号に規定するモニタリングの結果の記録 

(3)から(5)まで （略） (3)から(5)まで （略） 

(指定介護予防支援の具体的取扱方針) (指定介護予防支援の具体的取扱方針) 

第 32 条 指定介護予防支援の方針は、第 2 条に規定する基本方針及

び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによる

ものとする。 

第 32 条 指定介護予防支援の方針は、第 2 条に規定する基本方針及

び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによる

ものとする。 

(1)から(8)まで （略） (1)から(8)まで （略） 
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(9) 担当職員は、サービス担当者会議(担当職員が介護予防サービ

ス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつ

つ、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サー

ビス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集

して行う会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況

等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該介護予防サー

ビス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地から

の意見を求めること(やむを得ない理由がある場合については、

担当者に対する照会等により意見を求めることができるものと

する。)。 

(9) 担当職員は、サービス担当者会議(担当職員が介護予防サービ

ス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつ

つ、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サー

ビス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集

して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるも

のとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利

用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置

等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)

をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情

報を担当者と共有するとともに、当該介護予防サービス計画の原

案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求め

ること(やむを得ない理由がある場合については、担当者に対す

る照会等により意見を求めることができるものとする。)。 

(10)から(30)まで （略） (10)から(30)まで （略） 

(準用) (準用) 

第 34 条 第 2 条及び第 2 章から前章(第 27 条第 6 項及び第 7 項を除

く。)までの規定は、基準該当介護予防支援(法第 59条第 1項第 1号

に規定する基準該当介護予防支援をいう。)の事業について準用す

る。この場合において、第 6条第 1項中「第 19条」とあるのは「第

34条において準用する第 19条」と、第 12条第 1項中「指定介護予

防支援(法第 58 条第 4 項の規定に基づき介護予防サービス計画費

(法第 58条第 2項に規定する介護予防サービス計画費をいう。以下

同じ。)が当該指定介護予防支援事業者に支払われる場合に係るも

のを除く。)」とあるのは「基準該当介護予防支援」と、「介護予防

サービス計画費の額」とあるのは「法第 59 条第 3 項に規定する特

例介護予防サービス計画費の額」と読み替えるものとする。 

第 34 条 第 2 条及び第 2 章から前章(第 27 条第 6 項及び第 7 項を除

く。)までの規定は、基準該当介護予防支援(法第 59条第 1項第 1号

に規定する基準該当介護予防支援をいう。)の事業について準用す

る。この場合において、第 6条第 1項中「第 19条」とあるのは「第

34条において準用する第 19条」と、第 12条中「指定介護予防支援

(法第 58 条第 4 項の規定に基づき介護予防サービス計画費(同条第

1項に規定する介護予防サービス計画費をいう。以下同じ。)が当該

指定介護予防支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。)」

とあるのは「基準該当介護予防支援」と、「介護予防サービス計画

費の額」とあるのは「法第 59 条第 3 項に規定する特例介護予防サ

ービス計画費の額」と読み替えるものとする。 

 (電磁的記録等) 

第 35 条 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援の提供に当

たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例
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の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、

複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情

報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同

じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第 9 条(前

条において準用する場合を含む。)及び第 32条第 28号(前条におい

て準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)につ

いては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方

式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。)により行うことができる。 

2 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援の提供に当たる者

は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交

付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うこと

が規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相

手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気

的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をい

う。)によることができる。 

(委任) (委任) 

第 35条 （略） 第 36条 （略） 

    改正附則 

 (施行期日) 

 1 この条例は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

  (虐待の防止に係る経過措置) 

 2 この条例の施行の日から令和 6年 3月 31日までの間、この条例に

よる改正後の舞鶴市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例(以下「新条例」という。)第 2条第 5項

及び第 28 条の 2(新条例第 34 条において準用する場合を含む。)の
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規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるの

は、「講ずるように努めなければ」とし、新条例第 19 条(新条例第

34 条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新

条例第 19条中「次に」とあるのは「虐待の防止のための措置に関す

る事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、

「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関す

る事項を除く。)」とする。 

  (業務継続計画の策定等に係る経過措置) 

 3 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、新条例第20条

の 2(新条例第 34条において準用する場合を含む。)の規定の適用に

ついては、新条例第 20条の 2第 1項中「講じなければ」とあるのは

「講ずるよう努めなければ」と、同条第 2項中「実施しなければ」

とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第 3項中「行う

ものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。 

  (指定介護予防支援事業者等における感染症の予防及びまん延の防

止のための措置に係る経過措置) 

 4 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、新条例第22条

の 2(新条例第 34条において準用する場合を含む。)の規定の適用に

ついては、新条例第 22条の 2中「講じなければ」とあるのは、「講

ずるよう努めなければ」とする。 
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目次 目次 

第 1章 総則(第 1条―第 3条) 第 1章 総則(第 1条―第 3条) 

第 2章 人員に関する基準(第 4条・第 5条) 第 2章 人員に関する基準(第 4条・第 5条) 

第 3章 運営に関する基準(第 6条―第 31条) 第 3章 運営に関する基準(第 6条―第 31条) 

第 4章 基準該当居宅介護支援の事業に関する基準(第 32条) 第 4章 基準該当居宅介護支援の事業に関する基準(第 32条) 

第 5章 雑則(第 33条) 第 5章 雑則(第 33条・第 34条) 

附則 附則 

(基本方針) (基本方針) 

第 2条 （略） 第 2条 （略） 

2から 4まで （略） 2から 4まで （略） 

 5 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等

のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研

修を実施する等の措置を講じなければならない。 

 6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当た

っては、法第 118条の 2第 1項に規定する介護保険等関連情報その

他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければなら

ない。 

(内容及び手続の説明及び同意) (内容及び手続の説明及び同意) 

第 6条 （略） 第 6条 （略） 

2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際

し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計

画が第 2条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成され

るものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介す

るよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なけ

ればならない。 

2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際

し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計

画が第 2条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成され

るものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介す

るよう求めることができること、前 6月間に当該指定居宅介護支援

事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問
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介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下この

項において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居

宅サービス計画の数が占める割合、前 6月間に当該指定居宅介護支

援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた

訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又

は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占め

る割合等につき説明を行い、理解を得なければならない。 

3から 8まで （略） 3から 8まで （略） 

(指定居宅介護支援の具体的取扱方針) (指定居宅介護支援の具体的取扱方針) 

第 15 条 指定居宅介護支援の方針は、第 2 条に規定する基本方針及

び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによる

ものとする。 

第 15 条 指定居宅介護支援の方針は、第 2 条に規定する基本方針及

び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによる

ものとする。 

(1)から(8)まで （略） (1)から(8)まで （略） 

(9) 介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居

宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基

本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サー

ビス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集

して行う会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況

等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス

計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意

見を求めること(利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)の心身

の状況等により、主治の医師又は歯科医師(以下この条において

「主治の医師等」という。)の意見を勘案して必要と認める場合

その他のやむを得ない理由がある場合については、担当者に対す

る照会等により意見を求めることができるものとする。)。 

(9) 介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居

宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基

本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サー

ビス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集

して行う会議(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレ

ビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとす

る。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者

等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の

活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をい

う。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を

担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容

について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めること(利

用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)の心身の状況等により、主

治の医師又は歯科医師(以下この条において「主治の医師等」と

いう。)の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得な
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い理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見

を求めることができるものとする。)。 

(10)から(20)まで （略） (10)から(20)まで （略） 

 (21) 介護支援専門員は、その勤務する指定居宅介護支援事業所に

おいて作成された居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅

サービス等に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス

費、地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス

費(以下この号において「サービス費」という。)の総額が法第 43条

第 2項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占

める割合及び訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費

の総額に占める割合が厚生労働大臣が定める基準に該当する場

合であって、かつ、市町村からの求めがあった場合には、当該指

定居宅介護支援事業所の居宅サービス計画の利用の妥当性を検

討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由等を記載す

るとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出ること。 

(21) （略） (22) （略） 

(22) （略） (23) （略） 

(23) （略） (24) （略） 

(24) （略） (25) （略） 

(25) （略） (26) （略） 

(26) （略） (27) （略） 

(27) （略） (28) （略） 

(28) （略） (29) （略） 

(29) （略） (30) （略） 

(30) （略） (31) （略） 

(運営規程) (運営規程) 



１２２ 

旧 新 

第 20 条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごと

に、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下

「運営規程」という。)として次に掲げる事項を定めるものとする。 

第 20 条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごと

に、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下

「運営規程」という。)を定めるものとする。 

(1)から(5)まで （略） (1)から(5)まで （略） 

 (6) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(6) （略） (7) （略） 

(勤務体制の確保等) (勤務体制の確保等) 

第 21条 （略） 第 21条 （略） 

2及び 3 （略） 2及び 3 （略） 

 4 指定居宅介護支援事業者は、適切な指定居宅介護支援の提供を確

保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関

係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えた

ものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止する

ための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 (業務継続計画の策定等) 

第 21条の 2 指定居宅介護支援事業者は、感染症や非常災害の発生時

において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施

するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従

い必要な措置を講じなければならない。 

2 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に対し、業務継続計

画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施

しなければならない。 

3 指定居宅介護支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行

い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

 (感染症の予防及びまん延の防止のための措置) 

第 23条の 2 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業
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所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる

措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん

延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。)をおおむね 6 月に 1 回以

上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知

徹底を図ること。 

(2) 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん

延の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対

し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期

的に実施すること。 

(掲示) (掲示) 

第 24条 （略） 第 24条 （略） 

 2 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面

を当該指定居宅介護支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも

関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代

えることができる。 

 (虐待の防止) 

第 29条の 2 指定居宅介護支援事業者は、虐待の発生又はその再発を

防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための対

策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果につ

いて、介護支援専門員に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための指

針を整備すること。 

(3) 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対
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し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

(4) 前 3 号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこ

と。 

 (電磁的記録等) 

第 33 条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当

たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例

の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、

複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情

報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同

じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第 9 条(前

条において準用する場合を含む。)及び第 15条第 28号(前条におい

て準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)につ

いては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方

式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。)により行うことができる。 

2 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者

は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交

付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うこと

が規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相

手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気

的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をい

う。)によることができる。 

 (委任) 

第 33条 （略） 

 (委任) 

第 34条 （略） 

    改正附則 

 (施行期日) 

 1 この条例は、令和 3年 4月 1日から施行する。ただし、第 15条中
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第 30号を第 31号とし、第 21号から第 29号までを 1号ずつ繰り下

げ、第 20号の次に 1号を加える改正規定は、令和 3年 10月 1日か

ら施行する。 

  (虐待の防止に係る経過措置) 

 2 この条例の施行の日から令和 6年 3月 31日までの間、この条例に

よる改正後の舞鶴市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関

する基準等を定める条例(以下「新条例」という。)第 2条第 5項及

び第 29 条の 2(新条例第 32 条において準用する場合を含む。)の規

定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、

「講ずるように努めなければ」とし、新条例第 20条(新条例第 32条

において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新条例第

20条中「次に」とあるのは「虐待の防止のための措置に関する事項

に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事

項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を

除く。)」とする。 

  (業務継続計画の策定等に係る経過措置) 

 3 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、新条例第21条

の 2(新条例第 32条において準用する場合を含む。)の規定の適用に

ついては、新条例第 21条の 2第 1項中「講じなければ」とあるのは

「講ずるよう努めなければ」と、同条第 2項中「実施しなければ」

とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第 3項中「行う

ものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。 

  (指定居宅介護支援事業者等における感染症の予防及びまん延の防

止のための措置に係る経過措置) 

 4 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、新条例第23条

の 2(新条例第 32条において準用する場合を含む。)の規定の適用に

ついては、新条例第 23条の 2中「講じなければ」とあるのは、「講 
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  ずるよう努めなければ」とする。 
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(開館時間) 

第 4 条 子育て交流施設の開館時間は、午前 9 時 30 分から午後 5 時

までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に変更する

ことができる。 

(開館時間及び休館日) 

第 4条 子育て交流施設の開館時間及び休館日は、規則で定めるもの

とする。 

(休館日) 

第 5条 子育て交流施設の休館日は、毎週木曜日及び 12月 29日から

翌年の 1月 3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、

臨時に開館し、又は休館することができる。 

(入館料) 

第 5条 子育て交流施設の入館料は、無料とする。ただし、市外に居

住する者が子育て交流施設に入館する場合は、1人 1回につき 200円

の入館料を納付しなければならない。 

2 市長は、特別の事由があると認めるときは、前項ただし書に規定

する入館料を減免することができる。 

(委任) (委任) 

第 8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 第 8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、令和 3年 7月 1日から施行する。 
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廃止する条例 

舞鶴市滞在型農林業体験実習施設条例 

平成 13年 3月 30日 

条例第 2号 

(設置) 

第 1条 舞鶴市の中山間地域における農林業の体験実習を通して、農

林業に関する技術等を習得するとともに、地域住民との交流を図

り、もって農林業従事者を確保・育成し、及び当該地域の活性化に

資するため、舞鶴市字西方寺 1136 番地に舞鶴市滞在型農林業体験

実習施設(以下「実習施設」という。)を設置する。 

(用語の定義) 

第 2条 この条例において「トレーラーハウス」とは、農林業の体験

実習を通して一定期間生活していくため、居住することができる構

築物をいう。 

(施設) 

第 3条 実習施設にトレーラーハウス及び農機具庫を置く。 

(利用承認等) 

第 4条 市長は、実習施設の利用者を公募するものとする。 

2 実習施設を利用することができる者は、次の各号に掲げる要件を満

たしている者とする。 

(1) 心身ともに健康で、農林業に従事する意欲を持っていること。 

(2) 営農に必要な生産技術や経営方法等を習得するための実習が

できること。 

(3) 独立して生計を営むことができること。 

(4) その他実習施設を利用するために、市長が必要と認めること。 

3 実習施設を利用しようとする者は、第 1項の規定による公募に基づ

き、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた

事項を変更しようとする場合又は特別の設備等を設けようとする

場合も、また同様とする。 

4 市長は、前項の承認(以下「利用承認」という。)をする場合におい

て、実習施設の管理運営上必要と認めるときは、その利用について

条件を付すことができる。 

(利用承認の制限) 

第 5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、

実習施設の利用を承認しないものとする。 

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれ

があるとき。 

(2) その利用が実習施設を損傷するおそれがあるとき。 

(3) その他実習施設の管理運営上支障があるとき。 

(実習施設の利用期間) 

第 6条 実習施設を利用することができる期間(以下「利用期間」とい

う。)は、4 月 1日から翌年の 3月 31日までとする。ただし、市長

が特別の事情があると認めたときは、1 年間を限度に利用期間を延

長することができる。 

2 利用期間の途中から利用することとなる場合は、当該利用期間の残

余期間は、前項の利用期間に算入しないものとする。 

(利用承認の取消し等) 

第 7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、

実習施設の利用承認を取り消し、又は期間を定めてその利用を制限

し、若しくは停止することができる。 

(1) 偽りその他不正な行為により利用承認を受けているとき。 

(2) その利用が利用承認の条件に違反しているとき。 

(3) その利用がこの条例、この条例に基づく規則等に違反してい

るとき。 

(4) 災害その他の不可抗力によって利用できないとき。 

(5) 実習施設の管理運営上支障があるとき。 

2 前項第 1号から第 4号までのいずれかに該当する場合において、同 
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項の規定による措置によって損害が生じても、市長はその賠償の責

めを負わない。 

(使用料) 

第8条 利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、月額20,000円

の使用料を市長の指定する期日までに納付しなければならない。 

(使用料の減免) 

第 9条 市長は、規則で定めるところにより、使用料を減免すること

ができる。 

(使用料の還付) 

第 10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認めた

ときは、その全部又は一部を還付することができる。 

(目的外利用等の禁止) 

第 11条 利用者は、利用承認を受けた実習施設をその目的以外に利用

し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

(原状回復義務) 

第 12条 利用者は、利用期間が満了したとき、利用中止が認められた

とき、又は利用承認を取り消されたときは、市長の指示に従い、自

己の負担において実習施設を原状に復して返還しなければならな

い。 

(損害賠償) 

第 13条 実習施設を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しな

ければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認め

るときは、その賠償額を減免することができる。 

(委任) 

第 14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成 13年 4月 1日から施行する。 
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